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論
説

津

田

雅

也

メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
に
お
け
る
少
年
事
件
の

　
　
　
逆
移
送
の
可
否
を
め
ぐ
る
裁
判
例
に
つ
い
て

は
じ
め
に

ア
メ
リ
カ
各
州
の
実
質
的
意
義
の
少
年
法
に
お
い
て
は
、
少
年
裁
判
所
の
管
轄
の
移
送
（transfer

）
や
放
棄
（w

aiver

）
と
呼
ば
れ
る

制
度
が
存
在
す
る
。
少
年
事
件
に
お
け
る
移
送
と
は
、
罪
を
犯
し
た
少
年
事
件
の
管
轄
を
少
年
裁
判
所
か
ら
刑
事
裁
判
所
に
移
す
こ
と
を

い
う
が
、
こ
れ
を
少
年
裁
判
所
側
か
ら
見
る
と
自
ら
の
管
轄
を
放
棄
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
管
轄
の
移
送
ま
た
は
放
棄
の

方
式
に
は
、
裁
判
官
ま
た
は
検
察
官
の
裁
量
に
よ
っ
て
行
う
も
の
の
ほ
か
、
移
送
の
対
象
と
な
る
犯
罪
を
法
定
し
て
お
き
、
そ
れ
ら
の
罪

に
係
る
事
件
を
裁
量
の
余
地
な
く
自
動
的
に
移
送
す
る
も
の
が
あ
る１

。
た
だ
し
、
自
動
的
移
送
の
対
象
と
な
っ
た
事
件
で
あ
っ
て
も
、
一

定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
も
う
一
度
事
件
を
刑
事
裁
判
所
か
ら
少
年
裁
判
所
に
移
送
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る２

。
こ
の
よ
う
な
刑

事
裁
判
所
か
ら
少
年
裁
判
所
へ
の
移
送
の
こ
と
を
、
逆
放
棄
（reverse w

aiver
）
ま
た
は
戻
し
移
送
（transfer back

）
と
い
う３

。
本
稿
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で
は
、
少
年
裁
判
所
か
ら
刑
事
裁
判
所
へ
の
「
移
送
」
に
対
応
さ
せ
る
形
で
、
こ
の
制
度
を
「
逆
移
送
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い４

。

少
年
事
件
に
お
け
る
逆
移
送
は
、
自
動
的
移
送
の
対
象
と
な
る
事
件
に
お
い
て
柔
軟
な
対
応
を
可
能
に
す
る
と
い
う
機
能
を
有
し
て
い

る５

。
自
動
的
移
送
制
度
の
下
に
お
い
て
は
、
少
年
が
一
定
の
重
大
な
罪
を
犯
し
た
場
合
、
当
該
事
件
は
裁
判
所
の
裁
量
の
余
地
な
く
刑
事

裁
判
所
に
移
送
さ
れ
る
た
め
、
少
年
の
更
生
可
能
性
な
ど
の
事
情
が
考
慮
さ
れ
る
機
会
が
な
い
。
自
動
的
移
送
の
対
象
と
な
る
の
は
、
法

定
刑
に
終
身
刑
が
規
定
さ
れ
て
い
る
重
大
犯
罪
な
ど
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
し
た
事
件
を
刑
事
裁
判
所
に
お
い
て
成
人
と
同
様
の
手
続
や
刑

罰
に
よ
っ
て
対
処
す
る
こ
と
に
は
一
定
の
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
。
他
方
で
、
人
の
生
命
を
奪
う
等
の
重
大
な
結
果
を
発
生
さ
せ
た
が
犯

行
に
至
る
経
緯
等
に
汲
む
べ
き
も
の
が
あ
る
事
案
等６

に
つ
い
て
は
、
少
年
裁
判
所
に
お
い
て
手
続
を
進
め
る
方
が
、
当
該
少
年
の
更
生
や

社
会
の
安
全
を
確
保
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
は
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
。
自
動
的
移
送
制
度
に
お
い
て
は
一
定
の
罪
名
に
該
当
す
れ
ば
ま
さ

に
「
自
動
的
」
に
事
件
が
移
送
さ
れ
る
の
で
、
裁
判
所
の
管
轄
の
振
り
分
け
は
硬
直
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
、
刑
事
裁
判
所

か
ら
少
年
裁
判
所
へ
の
移
送
を
認
め
、
よ
り
適
切
な
少
年
の
処
遇
を
可
能
に
す
る
の
が
、
逆
移
送
制
度
な
の
で
あ
る
。

少
年
事
件
に
お
け
る
自
動
的
移
送
制
度
を
持
つ
州
の
お
よ
そ
半
数
が
逆
移
送
制
度
を
同
時
に
設
け
て
い
る
が７

、
そ
う
し
た
州
の
一
つ
が
、

本
稿
に
お
い
て
分
析
の
対
象
と
す
る
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
で
あ
る
。
後
述
の
通
り
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
に
お
い
て
は
、
裁
判
例
に
お
い
て
、

逆
移
送
の
要
件
や
手
続
上
の
問
題
点
に
つ
い
て
興
味
深
い
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州

の
裁
判
例
の
紹
介
・
分
析
を
通
じ
て
、
逆
移
送
制
度
の
運
用
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
逆
移
送
制
度
は
、
刑
事
裁
判
所
か
ら
少
年
裁

判
所
に
事
件
を
移
送
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
五
五
条
移
送
に
相
当
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
わ
が
国
は
自
動
的
移
送

制
度
を
持
た
ず
、
実
質
的
な
判
断８

を
経
て
事
件
が
逆
送
さ
れ
、
五
五
条
移
送
の
判
断
は
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
五
五
条
移
送
と
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
に
お
け
る
逆
移
送
と
を
単
純
に
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
逆
移
送
に
関
す
る
メ
リ
ー
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ラ
ン
ド
州
の
運
用
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
わ
が
国
の
少
年
法
五
五
条
の
解
釈
（
と
り
わ
け
、
原
則
逆
送
事
件
に
お
け
る
五
五
条
の
適

用
）
に
も
、
参
考
と
な
る
知
見
が
得
ら
れ
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。

以
下
で
は
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
の
裁
判
例
の
紹
介
・
分
析
を
し
つ
つ
、
逆
移
送
の
要
件
の
具
体
的
内
容
（
第
一
章
）
と
い
わ
ゆ
る
「
有

罪
の
推
定
」
を
巡
る
問
題
（
第
二
章
）
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。

第
一
章
　
逆
移
送
の
要
件
と
そ
の
内
容
を
め
ぐ
る
裁
判
例

一
　
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
の
制
度
の
概
要

裁
判
例
の
分
析
に
移
る
前
に
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
に
お
け
る
少
年
裁
判
所
と
刑
事
裁
判
所
の
間
の
移
送
制
度9

に
つ
い
て
、
同
州
の
裁
判

所
及
び
司
法
手
続
法
（CO

U
RTS AN

D
 JU

D
ICIAL PRO

CEED
IN

G
S Code

：
本
稿
で
は
Ｃ
Ｊ
Ｐ
と
略
称
す
る
）
及
び
刑
事
訴
訟
法

（CRIM
IN

AL PRO
CED

U
RE Code

：
本
稿
で
は
Ｃ
Ｐ
と
略
称
す
る
）
の
条
文
に
即
し
て
簡
潔
に
概
観
し
て
お
き
た
い
（
条
文
の
翻
訳

は
本
稿
末
尾
の
資
料
参
照
）。

Ｃ
Ｊ
Ｐ
第
三
編
は
裁
判
所
の
一
般
的
管
轄
に
つ
い
て
規
定
し
、
同
編
の
八
Ａ
節
は
少
年
事
件
の
管
轄
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。
同
法
に

お
け
る
少
年
年
齢
は
一
八
歳
（CJP3-8A-01(d)

）
で
あ
り
、
各
カ
ウ
ン
テ
ィ
の
巡
回
裁
判
所
が
少
年
の
非
行
（CJP3-8A-01(1)

）
の
管

轄
を
有
す
る
（CJP3-8A-01(j), 3-8A-03(a)(1)

。
以
下
で
は
、
少
年
非
行
の
管
轄
を
有
す
る
巡
回
裁
判
所
の
こ
と
を
少
年
裁
判
所
と
呼

ぶ
）。
た
だ
し
、
①
一
四
歳
以
上
の
少
年
が
法
定
刑
に
終
身
刑
が
規
定
さ
れ
て
い
る
罪
を
犯
し
た
と
き
（CJP3-8A-03(d)(1)

）、
②
一
六

歳
以
上
の
少
年
が
第
二
級
謀
殺
や
故
殺
等
の
罪
を
犯
し
た
と
き
（CJP3-8A-03(d)(4)
）、
③
成
人
扱
い
で
重
罪
に
よ
る
有
罪
と
さ
れ
た
前
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歴
が
あ
る
者
が
重
罪
を
犯
し
た
場
合
（CJP3-8A-03-(d)(5)

）
等10

に
は
、
Ｃ
Ｐ
四
―
二
〇
二
条
に
よ
る
移
送
命
令
（
逆
移
送
）
が
な
い
限

り
、
少
年
裁
判
所
は
当
該
非
行
に
つ
い
て
管
轄
を
有
し
な
い
。
こ
れ
ら
の
規
定
が
自
動
的
移
送
制
度
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

自
動
的
移
送
対
象
事
件
に
該
当
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
一
五
歳
以
上
の
少
年
も
し
く
は
法
定
刑
に
終
身
刑
が
規
定
さ
れ
て
い
る
罪
を

犯
し
た
一
五
歳
未
満
の
少
年
に
つ
い
て
は
、
少
年
裁
判
所
は
、
移
送
の
た
め
の
審
理
に
お
い
て
①
少
年
の
年
齢
、
②
少
年
の
心
身
の
状
況
、

③
少
年
の
処
遇
適
合
性
、
④
犯
罪
の
性
質
と
少
年
の
関
与
の
程
度
、
⑤
公
共
の
安
全
を
考
慮
し
（CJP3-8A-06(a),(e)

）、
当
該
少
年
が

少
年
向
け
の
更
生
手
段
の
対
象
者
と
し
て
相
当
で
は
な
い
こ
と
が
証
拠
の
優
越
に
よ
り
認
定
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
管
轄
を
放
棄
し
て
事
件
を

刑
事
裁
判
所
に
移
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
（CJP3-8A-06(d)(1)

）。
刑
事
裁
判
所
へ
の
移
送
審
理
に
お
い
て
は
、
少
年
裁
判
所
は
、
当
該

少
年
が
申
し
立
て
ら
れ
た
非
行
を
行
っ
た
と
仮
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
（CJP3-8A-(d)(2)

）11

。

自
動
的
移
送
に
よ
り
刑
事
裁
判
所
に
事
件
が
移
送
さ
れ
て
も
、
刑
事
裁
判
所
は
少
年
裁
判
所
に
事
件
を
移
送
す
る
こ
と
（
逆
移
送
）
が

可
能
で
あ
る
。
Ｃ
Ｐ
四
―
二
〇
二
条
は
事
実
審
理
前
の
逆
移
送
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
対
象
と
な
る
の
は
犯
罪
時
一
四
歳
以

上
一
八
歳
未
満
の
少
年
で
あ
る
（CP4-202(b)(1)
）12

。
移
送
の
判
断
を
行
う
に
際
し
て
は
、
①
少
年
の
年
齢
、
②
少
年
の
心
身
の
状
況
、

③
少
年
の
少
年
施
設
な
ど
に
お
け
る
処
遇
適
合
性
、
④
犯
罪
の
性
質
、
⑤
公
共
の
安
全
を
考
慮
し
（CP4-202(d)

）、
逆
移
送
が
少
年
若

し
く
は
社
会
の
利
益
に
資
す
る
こ
と
が
証
拠
の
優
越
に
よ
り
認
定
さ
れ
れ
ば
、
刑
事
裁
判
所
は
事
件
を
少
年
裁
判
所
に
移
送
で
き
る
（CP4-

202(b)(2)

）。
刑
事
裁
判
所
は
、
逆
移
送
の
決
定
に
際
し
て
、
少
年
、
少
年
の
家
族
、
少
年
の
環
境
及
び
事
件
の
処
分
に
関
連
す
る
そ
の

他
の
事
項
に
関
す
る
調
査
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
（CP4-202(e)
）。
移
送
決
定
は
、
移
送
の
聴
聞
を
行
っ
た
日
か
ら
一
〇
日
以
内
に

行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（CP4-202(f)

）、
移
送
後
は
少
年
裁
判
所
の
通
常
の
手
続
に
従
っ
て
事
案
が
審
理
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
（CP4-

202(g)

）。
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以
上
を
前
提
に
、
次
節
で
は
、CP4-202(d)

に
お
け
る
逆
移
送
の
基
準
と
な
る
五
つ
の
要
件
が
、
裁
判
例
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
判
断

さ
れ
て
い
る
か
を
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

二
　
逆
移
送
の
要
件
に
関
す
る
総
論
的
問
題

（
一
）
逆
移
送
の
可
否
に
関
す
る
判
断
基
準
と
し
て
の
「
裁
量
の
濫
用
」

メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
の
裁
判
例
に
お
い
て
、
少
年
事
件
の
逆
移
送
の
要
件
の
解
釈
及
び
適
用
が
争
わ
れ
る
の
は
、
控
訴
審
で
あ
る
こ
と
が

ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
自
動
的
移
送
対
象
事
件
に
お
い
て
は
刑
事
裁
判
所
と
し
て
の
巡
回
裁
判
所
が
第
一
審
管
轄
を
有
す
る
が
、
一
審
で
の

逆
移
送
の
申
立
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
、
弁
護
人
は
上
訴
審
に
お
い
て
巡
回
裁
判
所
が
そ
の
裁
量
を
濫
用
し
て
逆
移
送
の
規
定
を
解

釈
し
逆
移
送
を
認
め
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
分
析
の
対
象
と
す
る
裁
判
例
は
、
巡
回
裁
判
所
の
裁
量
の
濫
用
が
争

点
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る13

。

裁
判
所
が
、
逆
移
送
の
要
件
を
検
討
す
る
際
に
裁
量
を
濫
用
し
た
か
ど
う
か
を
、
い
か
な
る
基
準
に
よ
っ
て
判
断
す
る
か
が
問
題
と
な

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
先
例
と
し
て
引
用
さ
れ
る
の
が
、
一
九
九
四
年
のN

orth

事
件
判
決14

で
あ
る
。
同
判
決
は
、
下
級
審
の
判
断
に

裁
量
の
濫
用
が
あ
る
と
い
え
る
の
は
「
下
級
審
の
判
断
が
、
上
訴
裁
判
所
が
想
定
す
る
中
心
線
（center m

ark

）
か
ら
か
な
り
外
れ
…
…

上
訴
裁
判
所
が
最
低
限
の
許
容
範
囲
と
考
え
る
一
線
を
超
え
た
」
場
合
で
あ
り
、
そ
う
し
た
逸
脱
は
「
判
決
が
根
拠
と
な
る
と
思
わ
れ
る

認
定
か
ら
論
理
的
に
導
か
れ
な
い
か
、
目
的
と
合
理
的
な
関
係
が
な
い
」
こ
と
等
に
よ
り
生
じ
る
と
判
示
す
る15

。N
orth

事
件
判
決
が
示

し
た
こ
の
基
準
は
、
逆
移
送
の
可
否
が
争
わ
れ
た
裁
判
例
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る16

。
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（
二
）
逆
移
送
の
要
件
の
法
的
性
質
と
認
定
方
法

逆
移
送
の
要
件
と
し
て
条
文
上
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
①
少
年
の
年
齢
、
②
少
年
の
心
身
の
状
況
、
③
処
遇
適
合
性
、
④
犯
罪
の
性

質
、
⑤
公
共
の
安
全
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
五
つ
の
要
件
が
、
例
示
列
挙
か
限
定
列
挙
か
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
で
は
な
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
判
示
し
た
の
が
、M

ikow
ski

事
件
判
決
で
あ
る
。
同
事
件
は
被
告
人
（
犯
行
当
時
ほ
ぼ
一
八
歳
）
が
四
人
の
友
人
と

自
宅
で
薬
物
を
使
用
中
に
、
そ
の
う
ち
の
一
人
（
被
害
者
）
が
暴
れ
た
た
め
、
被
害
者
を
床
に
押
さ
え
つ
け
て
首
を
絞
め
た
と
こ
ろ
、
被

害
者
が
死
亡
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
る17

。
第
二
級
謀
殺
の
罪
な
ど
で
起
訴
さ
れ
た
被
告
人
は
逆
移
送
の
申
立
を
行
っ
た
が
、
巡
回
裁
判
所

は
こ
れ
を
却
下
し
た
。
控
訴
審
に
お
い
て
被
告
人
は
、
逆
移
送
の
要
件
は
限
定
列
挙
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
の
に
、
巡
回
裁
判
所
は

条
文
に
列
挙
さ
れ
て
い
な
い
要
素
を
考
慮
し
て
逆
移
送
を
認
め
な
か
っ
た
点
に
違
法
が
あ
る
と
主
張
し
た
。
被
告
人
に
よ
れ
ば
、
巡
回
裁

判
所
は
、
少
年
司
法
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
安
全
な
処
遇
施
設
の
利
用
可
能
性
、
少
年
司
法
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
た
処
遇
の
選
択
肢
が
十
分
に

存
在
し
て
い
る
か
、
少
年
司
法
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
被
告
人
の
処
遇
機
関
、
当
該
カ
ウ
ン
テ
ィ
に
お
け
る
他
の
少
年
の
犯
罪
の
抑
止
と
い
っ

た
条
文
に
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
要
素
を
考
慮
し
て
逆
移
送
の
申
立
を
却
下
し
た
が
、
こ
う
し
た
判
断
は
逆
移
送
の
要
件
を
限
定
し
た
法

の
趣
旨
に
反
し
許
さ
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る18

。

こ
れ
に
対
し
て
、
控
訴
審
は
、G

aines

及
びW

haley

事
件
判
決
を
参
照
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
被
告
人
の
主
張
を
退
け
た
。

し
ば
し
ば
逆
移
送
の
審
理
で
提
出
さ
れ
検
討
の
対
象
と
な
る
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
少
年
司
法
局
（D

epartm
ent of Juvenile Service. 

以
下

Ｄ
Ｊ
Ｓ
）
の
報
告
書
の
よ
う
に
、
法
律
に
書
か
れ
て
い
な
い
要
素
の
考
慮
を
行
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
条
文
の
文
言
に

お
い
て
明
示
的
に
規
定
さ
れ
た
要
素
を
そ
の
背
景
か
ら
完
全
に
切
り
離
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
し
、
硬
直
的
な
解
釈
は
公
共
の
利
益
や

少
年
の
利
益
、
少
年
司
法
全
体
の
利
益
に
資
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
巡
回
裁
判
所
は
法
廷
に
提
出
さ
れ
た
す
べ
て
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の
関
連
情
報
を
考
慮
し
う
る
。
た
だ
し
、
①
条
文
に
明
示
的
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
要
素
の
考
慮
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
条
文
に
規
定
さ

れ
て
い
る
要
件
の
考
慮
を
歪
め
た
り
、
②CJP3-8A-02(a)(1)

に
明
記
さ
れ
た
少
年
司
法
シ
ス
テ
ム
の
目
的
（
公
衆
の
安
全
及
び
地
域
社

会
の
保
護
、
被
害
者
と
地
域
社
会
に
対
す
る
少
年
の
応
答
責
任
、
少
年
の
社
会
復
帰
に
向
け
た
改
善
更
生
の
目
的
の
調
和
を
確
保
す
る
こ

と
）
と
一
致
し
な
い
解
釈
が
行
わ
れ
た
り
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い19

。

以
上
の
解
釈
を
前
提
に
、
裁
判
所
は
、
確
か
に
本
件
に
お
い
て
は
、
巡
回
裁
判
所
は
条
文
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
要
件
を
考
慮
し
て
は

い
る
が
、
そ
れ
は
条
文
の
要
件
の
考
慮
を
ゆ
が
め
て
い
な
い
し
、
少
年
司
法
シ
ス
テ
ム
の
目
的
と
一
致
し
な
い
解
釈
を
行
っ
て
い
る
も
の

で
は
な
く
、
逆
移
送
の
判
断
に
裁
量
の
濫
用
は
見
ら
れ
な
い
、
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
巡
回
裁
判
所
は
、
被
告
人
の
処
遇
施
設
の
利
用
可

能
性
や
処
遇
の
選
択
肢
を
考
慮
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
法
の
目
的
で
あ
る
公
共
の
安
全
と
少
年
の
応
答
責
任
を
調
和
さ
せ
る
た
め
に
は
必

要
な
こ
と
で
あ
る
し
、
少
年
司
法
シ
ス
テ
ム
が
被
告
人
を
改
善
更
生
で
き
る
か
ど
う
か
に
も
関
連
す
る
。
ま
た
、
逆
移
送
が
そ
の
他
の
少

年
の
抑
止
に
資
す
る
か
を
検
討
し
た
点
は
、
公
共
の
安
全
と
地
域
社
会
の
保
護
に
関
係
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
本
件
に
お
い
て
巡

回
裁
判
所
が
逆
移
送
の
申
立
を
却
下
し
た
こ
と
に
は
、
裁
量
の
濫
用
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い20

。
以
上
が
、M

ikow
ski

事
件
判
決
の
判

旨
で
あ
る
。

逆
移
送
の
可
否
が
争
わ
れ
た
そ
の
他
の
裁
判
例
を
見
る
限
り
、M

ikow
ski

事
件
判
決
が
示
し
た
上
記
①
②
に
つ
い
て
明
示
的
に
述
べ
て

い
る
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
上
記
①
に
つ
い
て
は
、
逆
移
送
の
申
立
を
受
け
て
開
か
れ
る
聴
聞
に
お
い
て
、
Ｄ
Ｊ
Ｓ
の
報
告

書
（
管
轄
移
送
調
査
報
告
書
：Transfer of Jurisdiction Investigation Report

と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る21

）
の
検
討
な
い
し
Ｄ
Ｊ
Ｓ
職

員
の
証
人
尋
問
が
行
わ
れ22

、
裁
判
所
は
逆
移
送
の
五
要
件
を
認
定
す
る
際
に
こ
れ
ら
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
他
の
裁
判
例

もM
ikow

ski

事
件
判
決
と
同
様
の
考
え
方
を
前
提
に
し
て
い
る
と
い
え
る
。
Ｄ
Ｊ
Ｓ
の
報
告
書
に
お
い
て
は
、
移
送
の
五
要
件
に
つ
い
て
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の
調
査
結
果
が
記
載
さ
れ
る
が
、
移
送
の
可
否
に
つ
い
て
の
意
見
が
付
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば23

、
特
定
の
処
分
を
推
奨
し
な
い
場
合
も

あ
る24

。
逆
移
送
の
聴
聞
に
お
い
て
、
裁
判
所
が
Ｄ
Ｊ
Ｓ
の
報
告
書
を
点
検
し
、
検
察
官
、
弁
護
人
か
ら
意
見
を
聴
き
、
被
告
人
、
被
告
人

の
保
護
者
・
監
護
者
等
か
ら
事
情
を
聴
く
こ
と
も
行
わ
れ
て
い
る25

。
上
述
の
通
り
、
Ｄ
Ｊ
Ｓ
の
職
員
に
対
す
る
証
人
尋
問
が
行
わ
れ
る
こ

と
も
あ
る26

。
ま
た
、
上
記
②
に
つ
い
て
は
、
逆
移
送
の
判
断
に
お
い
て
目
的
規
定
と
逆
移
送
の
五
要
件
を
意
識
的
に
関
連
付
け
た
裁
判
例

は
見
当
た
ら
な
い
が
、
逆
移
送
の
五
要
件
自
体
がCJP3-8A-02(a)(1)

の
掲
げ
る
目
的
と
重
な
り
う
る
こ
と
か
ら
、
五
要
件
に
関
す
る
判

断
に
お
い
て
裁
判
所
の
立
場
を
推
測
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
総
論
的
な
検
討
を
前
提
に
、
次
節
で
は
、
裁
判
例
に
お
い
て
逆
移
送
の
五
つ
の
要
件
が
ど
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
て
い
る
の
か
を

見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

三
　
逆
移
送
要
件
の
具
体
的
内
容

（
一
）
年
齢

年
齢
要
件
に
つ
い
て
各
裁
判
例
が
重
視
し
て
い
る
の
は
、
成
人
年
齢
（
一
八
歳
）
へ
の
近
さ
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
少
年
を
成
人
と
同

視
で
き
る
か
と
い
う
判
断
を
基
礎
づ
け
る
一
つ
の
要
素
と
し
て
年
齢
を
考
慮
し
て
お
り
、
一
八
歳
に
近
い
と
い
う
事
実
は
逆
移
送
を
認
め

な
い
方
向
に
は
た
ら
く27

。

年
齢
要
件
の
判
断
で
は
、
少
年
の
暦
年
齢
が
述
べ
ら
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
少
年
が
そ
の
年
齢
に
お
け
る
通
常
の
知
的
能
力
等
を
有
し
て

い
る
か
は
考
慮
さ
れ
な
い
。Sm

ith

事
件
判
決
に
お
い
て
、
弁
護
人
は
、
当
該
被
告
人
の
思
考
・
学
習
・
行
動
能
力
の
実
際
を
踏
ま
え
た

上
で
年
齢
の
意
味
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
成
人
に
近
い
年
齢
の
犯
罪
が
「
通
常
の
発
達
を
遂
げ
た
人
間
に
よ
る
も
の
」
で
は
必
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ず
し
も
な
い
と
主
張
し
、
暦
年
齢
の
み
を
形
式
的
に
考
慮
す
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
が
、
裁
判
所
は
年
齢
要
件
に
お
い
て
は
そ
う
し
た

実
質
判
断
は
行
わ
ず
、
心
身
の
発
達
要
件
に
お
い
て
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
判
示
し
て
い
る28

。

こ
の
よ
う
に
、
年
齢
要
件
は
、
暦
年
齢
と
し
て
判
断
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
他
の
四
要
件
の
判
断
の
内
容
と
は
直
接
に
関
係
せ

ず
、
当
該
少
年
が
成
人
と
同
視
し
う
る
か
を
、
お
お
ま
か
に
判
定
す
る
機
能
を
有
し
て
い
る
と
い
え
る
。

（
二
）
心
身
の
状
況

少
年
の
身
体
の
成
長
状
況
（
身
長
、
体
重
等
）
に
つ
い
て
は
、
成
人
並
み
で
あ
る
こ
と
の
一
つ
の
指
標
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
ほ
か29

、

処
遇
に
影
響
を
与
え
う
る
障
害
の
有
無
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る30

。
心
身
の
状
況
要
件
に
つ
い
て
主
と
し
て
検
討
の
対
象
と
な
る
の
は

知
的
・
精
神
的
な
成
熟
度
で
あ
る
。
判
断
要
素
と
し
て
は
、
心
理
的
要
素
（
衝
動
的
な
行
動
、
意
思
決
定
や
意
思
疎
通
の
ス
キ
ル
の
成
熟

度31

、
Ａ
Ｄ
Ｈ
Ｄ
等
の
有
無32

）
や
知
的
能
力
（
学
校
の
成
績33

）、
薬
物
（
マ
リ
フ
ァ
ナ
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
そ
の
他
の
薬
物
）
乱
用
状
況34

、
交
友

関
係
や
ギ
ャ
ン
グ
組
織
な
ど
へ
の
加
入
状
況35

な
ど
が
検
討
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
諸
事
情
は
、
裁
判
例
に
お
い
て
客
観
的
に
記
述
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
意
義
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の

で
、
逆
移
送
の
判
断
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を
与
え
て
い
る
か
は
明
確
で
な
い
。G

oloko

事
件
判
決
は
、「
少
年
の
心
身
の
状
況
に
つ
い
て

は
、
逆
移
送
を
積
極
に
解
す
る
方
向
に
は
た
ら
く
。
被
告
人
は
身
長
五
フ
ィ
ー
ト
一
〇
イ
ン
チ
、
体
重
一
二
〇
ポ
ン
ド
…
…
背
が
高
く
、

や
せ
型
で
あ
り
、
年
齢
通
り
の
若
者
で
あ
る
。
彼
は
家
族
と
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
る
が
、
学
校
に
は
行
っ
て
お
ら
ず
、
働
い
て
も
い
な
い
。

身
体
状
況
は
、
成
人
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
認
識
能
力
に
つ
い
て
は
、
率
直
に
言
っ
て
、
低
い
レ
ベ
ル
で
あ
る
。
被
告
人
の
学
校
で
の

成
功
を
考
え
れ
ば
、
学
習
や
、
雇
用
も
う
ま
く
行
き
そ
う
で
あ
る
が
、
精
神
と
身
体
状
況
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
す
る
と
、
本
要
件
に
つ
い
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て
は
逆
移
送
に
積
極
に
働
く
」
と
述
べ
て
い
る
が36

、「
精
神
と
身
体
状
況
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
す
る
と
」
と
い
う
判
示
か
ら
は
、
少
年
の
心

身
の
状
況
が
未
発
達
で
あ
る
こ
と
に
照
ら
す
と
、
少
年
司
法
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
処
遇
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。
そ

う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
少
年
の
心
身
の
状
況
は
、
第
三
要
件
の
処
遇
適
合
性
を
判
断
す
る
基
礎
と
な
る
一
事
情
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
と

評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る37

。

（
三
）
処
遇
適
合
性

逆
移
送
を
申
し
立
て
る
少
年
側
が
強
調
す
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
、
Ｄ
Ｊ
Ｓ
の
報
告
書
に
お
い
て
も
、
手
厚
く
記
述
さ
れ
る
の
が
処
遇

適
合
性
の
要
件
で
あ
る
。
処
遇
適
合
性
の
判
断
は
、
Ｄ
Ｊ
Ｓ
の
報
告
書
の
取
調
べ
、
Ｄ
Ｊ
Ｓ
職
員
の
証
人
尋
問
、
民
間
の
更
生
団
体
や
心

理
学
者
等
の
証
人
尋
問
な
ど
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
。

処
遇
の
「
適
合
（am

enable

）」
の
判
断
は
、
少
年
の
非
行
歴
や
こ
れ
ま
で
の
処
遇
歴
な
ど
を
踏
ま
え
て
、
裁
判
所
の
裁
量
に
よ
り
決

定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、D
avis

事
件
判
決
に
お
け
る
弁
護
人
は
、「
適
合
（am

enable

）」
と
い
う
言
葉
の
語
義
を
根
拠
と
し
て
、
少

年
が
少
年
司
法
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
処
遇
に
服
す
る
「
意
思
」
が
あ
れ
ば
処
遇
適
合
性
の
要
件
は
充
足
さ
れ
る
と
主
張
す
る
。
弁
護
人
は
、

Blackʼs Law
 D

ictionary

に
お
け
るam

enable

の
定
義38

を
引
用
し
つ
つ
、
裁
判
所
の
処
遇
適
合
性
に
つ
い
て
の
検
討
は
、
少
年
が
少
年
司

法
シ
ス
テ
ム
の
処
遇
を
利
用
す
る
意
思
が
あ
る
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
当
該
処
遇
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
か
ど
う
か
だ
け
に
焦
点
を
当
て

て
い
る
点
に
お
い
て
不
十
分
な
検
討
し
か
行
っ
て
い
な
い
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
弁
護
人
の
主
張
は
、「
事
実
審
の
裁
判
官
は
す
べ

て
の
思
考
と
論
述
過
程
を
記
述
す
る
義
務
」
は
な
く
、
特
段
の
理
由
が
な
い
限
り
は
法
律
を
適
切
に
適
用
し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
こ
と

か
ら
、
こ
う
し
た
主
張
は
「
意
味
論
的
議
論
」
以
上
の
も
の
で
は
な
い
と
し
て
裁
判
所
に
排
斥
さ
れ
て
い
る39

。
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処
遇
適
合
性
の
判
断
の
基
礎
事
情
と
し
て
は
、
当
該
少
年
を
処
遇
す
る
適
当
な
施
設
が
あ
る
か40

、
過
去
に
少
年
施
設
に
お
け
る
処
遇
を

受
け
た
こ
と
が
あ
る
か41

、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
中
に
お
け
る
態
度
（
被
害
弁
償
へ
の
対
応
、
遵
守
事
項
を
守
っ
た
か
、
再
犯
を
し
た
か42

）、
家

族
と
の
関
係
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
効
果43

、
拘
禁
中
の
被
収
容
者
や
職
員
に
対
す
る
態
度
、
処
遇
に
対
す
る
取
り
組
み
の
度
合
い44

な
ど
が

検
討
さ
れ
て
い
る
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
処
遇
適
合
性
の
判
断
の
基
礎
と
な
る
事
情
及
び
適
合
性
そ
れ
自
体
の
判
断
は
、
審
理
を
経
た
上
で
行
わ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
を
明
示
的
に
判
示
し
た
の
が
、W

haley

事
件
判
決
で
あ
る
。
本
件
の
被
告
人
（
犯
行
時
一
六
歳
四
か
月
）
は
武

装
強
盗
未
遂
、
強
盗
未
遂
、
第
一
級
暴
行
に
よ
り
起
訴
さ
れ
た
。
起
訴
後
、
被
告
人
は
少
年
裁
判
所
へ
の
逆
移
送
を
申
立
て
、
Ｄ
Ｊ
Ｓ
の

ケ
ー
ス
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
専
門
官
が
移
送
調
査
報
告
書
を
作
成
し
、
被
告
人
に
は
逆
移
送
が
相
当
で
あ
る
旨
の
意
見
を
付
し
て
裁
判
所
に

提
出
し
た
。
調
査
報
告
書
に
お
い
て
、
Ｄ
Ｊ
Ｓ
専
門
官
は
、
被
告
人
は
少
年
と
し
て
の
処
遇
を
こ
れ
ま
で
受
け
て
い
な
い
こ
と
、
被
告
人

の
処
遇
施
設
を
州
内
ま
た
は
州
外
に
お
い
て
確
保
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
こ
と
を
、
逆
移
送
相
当
と
す
る
理
由
と
し
て
挙
げ
た45

。
一
審

に
お
い
て
は
、
Ｄ
Ｊ
Ｓ
専
門
官
に
対
す
る
証
人
尋
問
が
行
わ
れ
、
逆
移
送
に
反
対
す
る
検
察
官
は
Ｄ
Ｊ
Ｓ
専
門
官
に
対
し
て
州
外
に
お
け

る
処
遇
施
設
の
確
保
が
難
し
い
こ
と
を
指
摘
す
る
な
ど
の
反
対
尋
問
を
行
っ
た46

。
一
審
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
逆
移
送
の
申
立
を
却

下
し
た
。「（
被
告
人
に
対
す
る
）
少
年
施
設
に
お
け
る
処
遇
が
通
常
の
刑
事
司
法
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
処
遇
よ
り
も
特
に
効
果
的
で
あ
る

と
の
証
拠
は
見
い
だ
せ
な
い
…
…
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
の
Ｄ
Ｊ
Ｓ
に
お
け
る
安
全
な
拘
禁
施
設
は
限
定
的
で
あ
る
。
犯
罪
の
性
質
を
考
え
た

と
き
、
安
全
な
拘
禁
施
設
を
探
す
こ
と
は
、
手
続
の
大
幅
な
遅
延
を
招
く
だ
け
で
あ
る
。
一
方
で
、
少
年
は
あ
と
一
年
半
で
一
八
歳
に
な

る
。
本
件
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
必
要
で
あ
れ
ば
、
五
年
を
上
限
と
し
て
刑
事
司
法
シ
ス
テ
ム
で
の
監
督
が
可
能
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
社

会
内
処
遇
を
通
し
て
、
少
年
司
法
制
度
に
お
け
る
処
遇
と
同
様
に
、
被
告
人
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
ら
れ
る
。
弁
護
人
は
、
逆
移
送
が
必
要
で
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あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
責
任
も
、
逆
移
送
が
少
年
や
社
会
の
利
益
に
な
る
こ
と
を
証
明
す
る
責
任
を
果
た
し
て
い
な
い
…
…47

」。
こ
れ
に
対

し
て
、
被
告
人
は
、
一
審
は
少
年
司
法
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
処
遇
の
選
択
肢
を
検
討
せ
ず
、
処
遇
の
可
能
性
が
な
い
こ
と
を
推
定
し
て
い

る
点
に
お
い
て
裁
量
の
濫
用
が
あ
る
な
ど
と
主
張
し
て
控
訴
し
た
。
控
訴
審
は
、
こ
う
し
た
被
告
人
の
主
張
を
認
め
、
上
記
の
引
用
部
分

に
つ
い
て
の
事
実
は
審
理
に
お
い
て
確
認
さ
れ
て
い
な
い
点
に
お
い
て
問
題
が
あ
り
、
新
た
な
逆
移
送
手
続
き
が
取
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る

と
し
て
、
事
件
を
巡
回
裁
判
所
に
差
し
戻
し
た48

。

W
haley

事
件
判
決
に
お
い
て
は
Ｄ
Ｊ
Ｓ
の
報
告
書
の
検
討
や
Ｄ
Ｊ
Ｓ
の
専
門
官
の
証
人
尋
問
が
行
わ
れ
た
が
、
処
遇
適
合
性
の
認
定
に

お
い
て
は
、
Ｄ
Ｊ
Ｓ
以
外
の
民
間
人
の
証
言
等
が
広
く
参
考
に
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、D

avis

事
件
判
決
に
お
い
て
は
、
Ｄ
Ｊ

Ｓ
以
外
の
証
人
に
よ
る
証
言
に
よ
り
処
遇
適
合
性
の
認
定
が
行
わ
れ
て
お
り
、
①
精
神
科
医
に
よ
る
精
神
医
学
概
要
報
告
書
（
被
告
人
の

人
柄
、
気
質
、
他
者
へ
の
態
度
）、
②
処
遇
施
設
の
ケ
ー
ス
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
専
門
家
に
よ
る
拘
禁
中
行
動
報
告
書
（
拘
禁
中
の
セ
ラ
ピ
ー

へ
の
参
加
状
況
、
ス
タ
ッ
フ
へ
の
態
度
等
）、
③
社
会
内
処
遇
に
協
力
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
に
よ
る
証
言
（
少

年
施
設
に
お
け
る
処
遇
の
適
合
性
に
つ
い
て
の
評
価
）、
④
臨
床
心
理
学
者
に
よ
る
報
告
書
（
過
去
の
ト
ラ
ウ
マ
体
験
、
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド

と
の
ト
ラ
ブ
ル
）、
⑤
公
設
弁
護
人
事
務
所
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
に
よ
る
証
言
（
少
年
施
設
に
お
け
る
処
遇
の
効
果
等
）
の
五
人
の
証

言
が
取
調
べ
ら
れ
て
い
る49

。
な
お
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
①
④
に
お
い
て
は
、
少
年
の
気
質
や
ト
ラ
ウ
マ
体
験
と
い
っ
た
少
年
の
心
身
の
状

況
を
踏
ま
え
た
上
で
処
遇
適
合
性
の
評
価
が
行
わ
れ
て
お
り
、
心
身
の
状
況
が
処
遇
適
合
的
の
基
礎
事
情
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
窺
う
こ

と
が
で
き
る
。
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（
四
）
犯
罪
の
性
質

第
四
要
件
で
あ
る
犯
罪
の
性
質
は
、
第
五
要
件
の
公
共
の
安
全
と
密
接
に
関
連
す
る
こ
と
か
ら
、
両
者
は
一
体
で
判
断
さ
れ
る
こ
と
が

多
い50

。
し
か
し
、
条
文
上
は
別
個
の
要
件
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
形
式
的
な
理
由
の
ほ
か
、
犯
罪
の
性
質
が
ど
の
よ
う
な
も
の

か
と
い
う
問
題
と
犯
罪
の
性
質
が
公
共
の
安
全
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を
与
え
る
か
と
い
う
問
題
と
は
一
応
区
別
で
き
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ

で
は
両
者
を
別
個
に
扱
う
こ
と
に
す
る
。
処
遇
適
合
性
と
は
逆
に
、
犯
罪
の
性
質
と
公
共
の
安
全
に
つ
い
て
は
、
逆
移
送
の
出
張
を
却
下

す
る
た
め
の
根
拠
と
し
て
、
裁
判
例
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

次
章
で
検
討
す
る
よ
う
に
、
犯
罪
の
性
質
を
検
討
す
る
際
に
は
、
被
告
人
が
起
訴
の
対
象
と
な
っ
た
行
為
を
実
際
に
行
っ
た
こ
と
の
推

定
は
許
さ
れ
ず
、
あ
く
ま
で
被
告
人
が
起
訴
さ
れ
た
犯
罪
行
為
が
も
し
真
実
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
と
い
う
仮
定
が
前
提
と
な
る51

。
ま
た
、

「
犯
罪
」
の
性
質
の
検
討
に
際
し
て
は
、
単
に
罪
名
の
み
を
形
式
的
に
検
討
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
具
体
的
な
行
為
態
様
や
そ
の
犯

罪
の
結
果
や
社
会
的
影
響
等
に
つ
い
て
も
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
被
害
者
に
向
け
た
発
砲
で
そ
の
命
を
危
険
に
さ
ら
す

行
為
（
第
一
級
謀
殺
未
遂
、
第
二
級
謀
殺
未
遂
等52

）、
被
害
者
及
び
地
域
社
会
に
与
え
た
甚
大
な
危
険
（
性
的
暴
行
、
夜
間
侵
入
窃
盗
未
遂

等53

）、
計
画
性
や
殴
打
し
た
後
の
被
害
者
の
容
体
を
確
認
せ
ず
に
逃
走
し
た
こ
と
（
第
一
級
謀
殺
未
遂
、
第
二
級
謀
殺
未
遂
等54

）、
計
画
的

か
つ
住
居
侵
入
を
し
た
上
で
の
寝
室
で
の
被
害
者
に
向
け
た
発
砲
行
為
（
第
一
級
謀
殺
未
遂
等55

）
等
で
あ
る
。

犯
罪
の
性
質
要
件
を
検
討
す
る
と
き
、
逆
移
送
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
主
張
の
補
強
と
し
て
、
弁
護
人
側
か
ら
し
ば
し
ば
言
及

さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
がJohnson

事
件
判
決
で
あ
る56

。Johnson

事
件
は
、
自
動
車
の
運
転
免
許
を
持
た
な
い
一
六
歳
の
少
年
が
運
転
を

誤
っ
て
歩
道
に
乗
り
上
げ
二
人
に
重
傷
を
負
わ
せ
、
二
歳
の
被
害
者
を
死
亡
さ
せ
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
一
審
は
少
年
裁
判
所
か
ら
刑

事
裁
判
所
に
管
轄
を
移
送
し
た
が
、
控
訴
審
は
、
発
生
し
た
結
果
は
重
大
で
あ
る
も
の
の
、
少
年
に
前
歴
が
な
く
、
更
生
可
能
性
も
認
め
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ら
れ
、
ま
た
犯
行
に
は
計
画
性
が
な
い
等
の
理
由
に
よ
り
、
一
審
の
判
断
を
覆
し
た
。Johnson

事
件
が
被
告
人
側
か
ら
し
ば
し
ば
引
用

さ
れ
る
理
由
は
、
発
生
し
た
結
果
が
重
大
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
刑
事
裁
判
所
へ
の
移
送
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
重
大
な
事
案
で

あ
っ
て
も
逆
移
送
を
肯
定
す
る
た
め
の
根
拠
と
な
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
逆
移
送
に
関
す
る
近
年
の
裁
判
例
を
概
観
す
る
限
り

は
、Johnson
事
件
の
引
用
が
裁
判
所
に
好
意
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
は
な
い
。Johnson

事
件
判
決
は
、
犯
罪
の
性
質
を
過
度
に
考

慮
し
て
処
遇
適
合
性
に
重
き
を
置
か
な
か
っ
た
一
審
の
判
断
を
問
題
視
し
て
い
る
の
で
あ
り57

、
犯
罪
の
性
質
が
重
大
で
あ
る
が
直
ち
に
逆

移
送
を
認
め
た
事
案
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る58

。

（
五
）
公
共
の
安
全

公
共
の
安
全
要
件
に
つ
い
て
は
、
上
述
の
通
り
、
犯
罪
の
性
質
要
件
と
一
体
で
判
断
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
両
者
を
明
確
に
区
別
し
て

検
討
す
る
裁
判
例
は
見
当
た
ら
な
い
。
自
分
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
能
力
の
欠
如
や
過
去
の
少
年
施
設
に
お
け
る
処
遇
の
効
果
が
上
が
っ

て
い
な
い
等
の
被
告
人
の
心
身
の
状
況
や
処
遇
適
合
性
も
、
理
論
的
に
は
公
共
の
安
全
と
関
連
し
う
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
逆
移
送

を
認
め
た
事
案
に
お
い
て
は
、
犯
罪
の
性
質
と
公
共
の
安
全
と
を
関
連
付
け
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
夜
間
住
居
侵
入

窃
盗
未
遂
等
が
罪
名
で
あ
るG

oloko

事
件
判
決
に
お
い
て
は
、「
被
告
人
の
起
訴
理
由
と
な
っ
た
犯
罪
と
、
被
告
人
の
犯
罪
へ
の
関
与
の
態

様
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
及
び
地
域
社
会
へ
与
え
た
影
響
は
、
残
念
な
が
ら
移
送
調
査
報
告
書
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
よ
り
も
、
そ
の
影

響
は
甚
大
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
第
四
要
件
（
犯
罪
の
性
質
）
は
、
当
裁
判
所
の
見
解
で
は
、
第
五
要
件
（
公
共
の
安
全
）
と

同
じ
く
、
移
送
に
強
く
消
極
方
向
に
は
た
ら
く
。
被
告
人
は
地
域
社
会
に
対
す
る
大
き
な
脅
威
で
あ
る
。
記
録
の
全
部
を
見
て
も
、
そ
の

強
さ
は
変
わ
っ
て
お
ら
ず
、
こ
う
し
た
事
情
は
、
少
年
司
法
シ
ス
テ
ム
へ
の
移
送
を
否
定
す
る
方
向
に
は
た
ら
く
。」
と
い
う
判
示
が
な
さ
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れ
て
お
り59

、
犯
罪
の
性
質
と
公
共
の
安
全
が
一
体
的
に
判
断
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、H

offm
an

事
件
判
決
は
、
形
式
的
に
は
、
犯
罪
の
性
質
と
公
共
の
安
全
を
別
個
に
検
討
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
区

別
は
明
確
で
は
な
い
。
同
判
決
は
、
犯
罪
の
性
質
要
件
に
つ
い
て
は
、
犯
行
の
計
画
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
犯
人
が
被
害
者
を
強
い
勢

い
で
た
め
ら
い
な
く
殴
っ
て
い
る
こ
と
、
被
害
者
の
状
態
を
確
認
せ
ず
に
現
場
か
ら
逃
走
し
た
こ
と
を
指
摘
し
、
逆
移
送
に
消
極
的
に
働

く
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
他
方
で
、
公
共
の
安
全
要
件
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
は
被
告
人
に
対
し
て
犯
行
前
に
脅
威
を
与
え
た
り
挑
発

し
た
り
も
し
て
い
な
い
こ
と
、
被
害
者
が
被
告
人
の
友
人
か
ら
マ
リ
フ
ァ
ナ
を
盗
ん
だ
こ
と
に
腹
を
立
て
た
と
い
う
身
勝
手
な
動
機
に
基

づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
公
衆
の
安
全
に
対
す
る
明
白
か
つ
深
刻
な
危
険
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
要
件
に
対
す
る
判

断
を
比
較
す
る
と
、
前
者
が
犯
罪
行
為
そ
れ
自
体
に
密
接
に
関
連
す
る
事
情
を
、
後
者
が
そ
れ
以
外
の
周
辺
事
情
を
指
摘
し
て
い
る
よ
う

に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
前
者
に
お
い
て
は
受
傷
し
た
被
害
者
の
状
態
を
確
認
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
よ
う
な
区
分
け
が
徹
底
さ
れ
て
い
る
と
も
言
い
難
い
。
こ
の
よ
う
に
、
裁
判
例
に
お
け
る
犯
罪
の
性
質
要
件
と
公
共
の
安
全
要
件
の

取
り
扱
い
は
、
条
文
上
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
別
個
に
判
断
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
実
質
的
に
は
、
両
者
に
お
け
る
明
確
な
区
別
は

な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

四
　
小
括

以
上
の
裁
判
例
に
お
い
て
示
さ
れ
た
五
要
件
に
つ
い
て
の
判
断
を
大
別
す
る
と
、
年
齢
・
心
身
の
状
況
・
公
共
の
安
全
の
三
要
件
は
そ

れ
だ
け
で
は
逆
移
送
の
可
否
の
判
断
に
直
接
つ
な
が
ら
な
い
の
に
対
し
て
、
処
遇
適
合
性
・
犯
罪
の
性
質
の
二
要
件
が
、
逆
移
送
の
可
否

を
判
定
す
る
実
質
的
な
基
準
に
な
っ
て
い
る
と
評
価
で
き
る
。
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年
齢
の
要
件
は
、
一
八
歳
に
近
い
か
遠
い
か
を
測
る
客
観
的
指
標
で
あ
り
、
成
人
年
齢
に
近
け
れ
ば
逆
移
送
の
肯
定
方
向
に
働
く
と
い

う
機
能
を
有
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
成
人
に
近
い
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
逆
移
送
が
却
下
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
近
い
場
合
は
、

そ
の
他
の
要
件
で
逆
移
送
を
認
め
る
の
に
足
り
る
実
質
的
な
事
情
が
あ
る
か
を
よ
り
慎
重
に
審
理
す
る
と
い
う
意
味
で
、
形
式
的
な
ス
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
と
し
て
の
意
味
合
い
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
心
身
の
状
況
要
件
は
、
独
立
で
意
味
を
持
つ
と
い
う
よ
り
は
、

他
の
要
件
の
判
断
の
前
提
な
い
し
そ
の
補
助
と
し
て
の
機
能
を
有
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
年
齢
要
件
と
同
質
的
で
あ
る
が
、
一

定
の
心
身
の
状
況
に
あ
る
こ
と
が
逆
移
送
の
可
否
い
ず
れ
の
方
向
に
働
く
か
は
直
ち
に
判
明
し
な
い
。
む
し
ろ
、
心
身
の
状
況
要
件
は
処

遇
適
合
性
の
判
断
資
料
を
提
供
す
る
と
い
う
機
能
を
有
し
て
い
る60

。
ま
た
、
公
共
の
安
全
要
件
も
、
心
身
の
状
況
要
件
と
同
様
に
、
独
立

で
意
味
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
公
共
の
安
全
要
件
は
、
別
の
要
件
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
犯
罪
の
性
質

要
件
と
ほ
ぼ
一
体
化
し
て
判
断
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
節
で
検
討
し
た
通
り
で
あ
る
。

処
遇
適
合
性
の
要
件
と
犯
罪
の
性
質
要
件
は
、
逆
移
送
の
可
否
に
お
い
て
と
り
わ
け
重
要
で
あ
る
。
自
動
的
移
送
の
対
象
事
件
は
、
一

定
程
度
以
上
の
重
大
な
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
犯
罪
の
性
質
は
逆
移
送
を
否
定
す
る
方
向
に
は
た
ら
き
や
す
い
。
そ
こ
で
、
逆
移
送
を

求
め
る
少
年
側
と
し
て
は
、
犯
罪
の
性
質
が
逆
移
送
に
否
定
的
に
働
く
作
用
を
減
殺
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
に
は
、
少
年
の
処
遇
適

合
性
が
高
い
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
の
ほ
か
、
犯
罪
の
性
質
要
件
の
考
慮
の
方
法
が
不
当
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
次
章
で
検
討
す
る
。
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第
二
章
　
逆
移
送
を
検
討
す
る
前
提
と
し
て
の
「
有
罪
の
推
定
」
を
巡
る
裁
判
例

一
　
有
罪
の
推
定
の
考
慮
の
可
否
―W

haley

事
件
判
決

（
一
）
問
題
の
所
在
と
事
実
の
概
要

前
章
で
見
た
よ
う
に
、
逆
移
送
を
認
め
る
か
ど
う
か
の
検
討
に
際
し
て
は
、
犯
罪
の
性
質
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
、
そ
の
際
に
少
年
が
罪
を
犯
し
た
こ
と
を
推
定
し
て
よ
い
か
が
問
題
と
な
る
。
少
年
裁
判
所
か
ら
刑
事
裁
判
所
へ
の
移
送
に
お
い
て
、

裁
判
所
は
移
送
の
対
象
と
な
る
少
年
が
申
し
立
て
ら
れ
て
い
る
非
行
を
行
っ
た
と
仮
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
（CJP3-8A-(d)(2)

）。
こ
れ

に
対
し
て
、
刑
事
裁
判
所
か
ら
少
年
裁
判
所
へ
の
移
送
（
逆
移
送
）
に
お
い
て
は
、
罪
を
犯
し
た
こ
と
の
推
定
に
つ
い
て
条
文
上
何
も
書

か
れ
て
い
な
い
（CP4-202(d)(4)

）。
こ
の
点
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
が
争
わ
れ
、
裁
判
所
が
詳
細
な
判
示
を
行
っ
た
の
が
、W

haley

事
件
判
決
で
あ
る
。

W
haley

事
件
の
事
実
の
概
要
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
二
〇
〇
七
年
一
月
一
二
日
午
後
七
時
一
〇
分
こ
ろ
、Salisbury

警
察
に
武
装
強

盗
未
遂
が
あ
っ
た
と
の
通
報
が
あ
っ
た
。
被
害
者
に
よ
れ
ば
、
二
人
の
黒
人
男
性
が
被
害
者
に
近
づ
い
て
き
て
、
金
は
な
い
か
を
聞
き
、

ポ
ケ
ッ
ト
の
中
を
探
っ
て
き
た
。
ポ
ケ
ッ
ト
の
中
に
何
も
入
っ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
と
、
犯
人
の
一
人
が
被
害
者
の
ナ
ッ
プ
ザ
ッ
ク

を
つ
か
ん
で
引
き
は
が
そ
う
と
し
た
。
そ
の
時
、
も
う
一
人
の
犯
人
が
Ｂ
Ｂ
ガ
ン
で
被
害
者
の
顔
を
二
回
撃
っ
た
。
な
お
、
最
初
の
犯
人

が
Ｂ
Ｂ
ガ
ン
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
Ｂ
Ｂ
ガ
ン
の
発
砲
が
本
当
に
あ
っ
た
の
か
に
は
争
い
が
あ
る
。

武
装
強
盗
未
遂
の
直
後
、
被
害
者
の
友
人
が
警
察
に
通
報
し
た
。
友
人
は
こ
の
事
件
の
目
撃
者
で
は
な
い
が
、
警
察
と
や
り
取
り
を
し

た
。
と
い
う
の
は
、
被
害
者
は
ほ
と
ん
ど
も
し
く
は
全
く
英
語
を
話
せ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
被
害
者
は
恐
ら
く
強
盗
で
あ
る
と
思
わ
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れ
る
者
に
つ
い
て
は
っ
き
り
と
し
た
供
述
を
行
え
な
か
っ
た
。
被
害
者
は
、
犯
人
が
顔
を
隠
し
て
い
た
の
で
そ
の
顔
を
見
て
い
な
か
っ
た

と
い
う
。
被
害
者
は
、
身
長
、
体
重
、
が
違
憲
な
ど
の
そ
の
他
の
特
徴
に
よ
っ
て
も
、
犯
人
の
特
定
を
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
友
人
を

通
じ
て
、
被
害
者
は
、
襲
撃
者
が
二
人
の
黒
人
男
性
で
あ
る
こ
と
、
黒
い
フ
ー
ド
を
か
ぶ
っ
て
灰
色
の
シ
ャ
ツ
を
着
て
い
た
こ
と
は
述
べ

た
。
被
害
者
の
証
言
を
受
け
て
、W

haley

を
含
む
被
疑
者
の
面
通
し
が
行
わ
れ
、
被
害
者
はW

haley

が
現
場
に
い
た
と
述
べ
た61

。

被
告
人W

haley
は
事
件
当
時
一
六
歳
四
か
月
で
あ
っ
た
が
、
武
装
強
盗
未
遂
、
強
盗
未
遂
、
第
一
級
暴
行
等
で
起
訴
さ
れ
た
。
起
訴
後

に
、W

haley

は
少
年
裁
判
所
へ
の
事
件
の
管
轄
移
送
及
び
児
童
に
関
す
る
調
査
要
請
（Request for a Study concerning Child

）
を

申
し
立
て
、
要
請
は
認
容
さ
れ
た
。
州
は
、
逆
移
送
の
申
立
に
反
対
し
、「
被
告
人
は
被
害
者
に
向
け
て
Ｂ
Ｂ
ガ
ン
の
引
き
金
を
引
い
て
武

装
強
盗
未
遂
を
行
い
、
被
害
者
の
頭
部
に
数
回
発
砲
し
た
と
さ
れ
る
」
と
し
、
逆
移
送
手
続
の
前
提
と
し
て
、
裁
判
所
はW

haley

の
有
罪

を
推
定
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た62

。
巡
回
裁
判
所
は
、
Ｄ
Ｊ
Ｓ
専
門
官
の
証
人
尋
問
を
行
っ
た
結
果
、
逆
移
送
の
申
立
を
却
下
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
人
は
、
巡
回
裁
判
所
は
逆
移
送
の
要
件
で
あ
る
犯
罪
の
性
質
を
考
慮
す
る
際
に
、
不
適
切
に
も
被
告
人
の
有
罪
を

推
定
し
た
な
ど
と
し
て
控
訴
し
た63

。

（
二
）
判
旨

控
訴
審
は
、W
haley

の
主
張
を
認
め
、
逆
移
送
に
つ
い
て
の
審
理
が
不
十
分
で
あ
る
等
と
し
て
事
件
を
巡
回
裁
判
所
に
差
戻
し
た
。
逆

移
送
の
五
要
件
を
踏
ま
え
つ
つ
、
少
年
裁
判
所
へ
の
逆
移
送
が
少
年
ま
た
は
社
会
に
と
っ
て
最
善
の
利
益
で
あ
る
こ
と
を
示
す
責
任
は
少

年
に
あ
り
、
巡
回
裁
判
所
が
そ
の
主
張
の
妥
当
性
を
検
討
し
、
上
訴
審
は
巡
回
裁
判
所
の
判
断
に
裁
量
の
濫
用
が
な
い
か
を
見
直
す
。
本

件
で
提
起
さ
れ
た
起
訴
さ
れ
た
少
年
の
有
罪
推
定
を
Ｃ
Ｐ
四
―
二
〇
二
の
適
用
に
際
し
て
認
め
る
か
ど
う
か
は
純
粋
な
法
律
問
題
で
あ
る
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か
ら
、
裁
量
の
濫
用
に
該
当
す
る
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
で
は
な
く
、
新
た
に
見
直
し
可
能
で
あ
る64

。

こ
の
よ
う
な
前
提
に
立
ち
、
控
訴
審
は
、
被
告
人
の
犯
罪
の
推
定
に
関
す
る
規
定
が
Ｃ
Ｊ
Ｐ
に
は
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｃ
Ｐ
に
は

存
在
し
て
い
な
い
理
由
の
検
討
に
移
る
。
控
訴
審
は
、
移
送
と
逆
移
送
の
裁
判
で
考
慮
さ
れ
る
要
件
は
「
同
様
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
こ

と
が
あ
る
も
の
の
、
両
者
の
立
法
史
を
検
討
す
る
と
、
こ
の
二
つ
の
法
律
に
は
重
要
な
点
で
違
い
が
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
六
九

年
法
四
三
二
章
に
お
い
て
は
、
逆
移
送
の
基
準
は
「
子
ど
も
と
社
会
の
利
益
」
で
あ
っ
た
が
、
一
九
七
五
年
、
少
年
裁
判
所
か
ら
刑
事
裁

判
所
へ
の
移
送
（
一
九
七
五
年
法
五
五
四
章
）
と
、
刑
事
裁
判
所
か
ら
少
年
裁
判
所
へ
の
逆
移
送
（
一
九
七
五
年
法
八
三
〇
章
）
が
分
離

さ
れ
た
。
前
者
の
移
送
基
準
に
お
い
て
は
、「
管
轄
権
の
放
棄
決
定
の
目
的
の
た
め
、
裁
判
所
は
少
年
が
申
し
立
て
ら
れ
た
非
行
行
為
に
関

与
し
て
い
る
こ
と
を
推
定
す
る
も
の
と
す
る
」
と
い
う
文
言
が
規
定
さ
れ
た
。
他
方
で
、
後
者
の
移
送
基
準
に
お
い
て
は
、
有
罪
の
推
定

に
関
す
る
文
言
は
規
定
さ
れ
な
か
っ
た65

。
移
送
と
逆
移
送
に
お
け
る
五
つ
の
要
件
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
有
罪
の
推
定
規
定
は
、

逆
移
送
に
お
い
て
も
適
用
可
能
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
よ
う
に
は
み
え
る
。
し
か
し
、
①
一
九
七
五
年
法
五
五
四
章
、

八
三
〇
章
は
、
同
じ
会
期
中
に
立
法
さ
れ
て
同
じ
よ
う
な
日
に
ち
に
両
院
を
通
過
し
た
こ
と
、
②
両
法
案
は
、
下
院
と
上
院
の
同
じ
委
員

会
で
検
討
さ
れ
、
同
じ
一
般
的
な
主
題
を
扱
っ
て
お
り
、
一
つ
の
法
案
と
す
る
こ
と
が
容
易
で
あ
っ
た
こ
と
、
③
八
三
〇
章
は
、
五
五
四

章
の
移
送
要
件
を
大
部
分
複
製
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
等
の
状
況
に
鑑
み
る
と
、
逆
移
送
を
規
定
し
た
八
三
〇
章
に
有
罪
推
定
の
規
定
を

盛
り
込
ま
な
か
っ
た
こ
と
は
、
議
会
の
意
図
的
な
決
定
以
外
の
何
物
で
も
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る66

。

さ
ら
に
控
訴
審
は
、
Ｃ
Ｐ
に
有
罪
推
定
要
件
が
入
っ
て
い
な
い
理
由
に
つ
い
て
、「
あ
る
法
律
の
枠
組
み
に
有
罪
推
定
を
含
め
、
そ
の
他

に
は
含
め
な
い
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
理
由
が
あ
る
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
判
示
す
る
。
す
な
わ
ち
、
移
送
（
少
年

裁
判
か
ら
刑
事
裁
判
所
）
の
場
合
は
、
移
送
を
正
当
化
す
る
責
任
が
な
お
訴
追
側
で
あ
る
州
に
残
っ
て
い
る
こ
と
、
移
送
後
に
は
少
年
裁
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判
所
と
は
異
な
る
刑
事
裁
判
所
が
実
際
の
有
罪
・
無
罪
の
判
断
を
行
う
と
い
う
こ
と
か
ら
、
有
罪
の
推
定
を
行
う
こ
と
に
よ
る
弊
害
は
減

少
す
る
。
他
方
で
、
逆
移
送
（
刑
事
裁
判
所
か
ら
少
年
裁
判
所
）
の
場
合
に
は
、
①
逆
移
送
を
正
当
化
す
る
責
任
は
少
年
側
に
あ
り
、
②

有
罪
が
推
定
さ
れ
る
状
況
で
は
被
告
人
は
逆
移
送
を
躊
躇
し
う
る
し
、
③
逆
移
送
の
聴
聞
を
行
い
（
逆
移
送
と
い
う
限
ら
れ
た
目
的
の
た

め
で
あ
る
と
は
い
え
）
有
罪
の
推
定
を
行
っ
た
の
と
同
じ
判
事
が
、
刑
事
裁
判
に
お
い
て
審
理
を
行
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。
さ
ら
に
は
、

④
有
罪
の
推
定
が
な
さ
れ
る
こ
と
で
逆
移
送
の
五
要
素
の
検
討
が
歪
め
ら
れ
る
こ
と
す
ら
あ
り
う
る
。
具
体
的
に
は
、
犯
罪
の
性
質
要
件

と
公
共
の
安
全
要
件
は
そ
の
性
質
上
結
び
付
き
や
す
い
し
、
ま
た
、
重
大
犯
罪
の
有
罪
を
推
定
さ
れ
た
者
が
、
公
共
の
安
全
へ
の
脅
威
と

考
え
ら
れ
、
処
遇
適
合
性
が
な
い
と
み
ら
れ
る
こ
と
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
逆
移
送
の
判
定
で
有
罪

の
推
定
を
認
め
て
し
ま
う
と
、「
少
年
の
利
益
に
な
る
と
き
」
少
年
裁
判
所
に
逆
移
送
す
る
と
い
う
制
度
の
趣
旨
に
も
反
す
る
と
す
ら
い
え

る
の
で
あ
る67

。

控
訴
審
は
、
記
録
を
精
査
す
る
と
、
本
件
の
第
一
審
が
ま
さ
に
そ
う
し
た
誤
り
を
犯
し
た
と
す
る
。
一
審
に
お
い
て
、
巡
回
裁
判
所
は
、

検
察
官
が
主
張
し
た
被
告
人
の
有
罪
推
定
に
同
意
し
た
上
で
、
被
告
人
が
武
装
し
て
被
害
者
に
発
砲
し
た
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
有
罪
で

あ
る
と
推
定
し
た
。
し
か
し
、
事
後
的
に
見
れ
ば
、
裁
判
で
の
完
全
な
証
拠
記
録
と
陪
審
の
評
価
に
基
づ
く
と
、
こ
の
推
定
は
矛
盾
し
な

い
ま
で
も
、
誇
張
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た68

。
も
ち
ろ
ん
、
逆
移
送
の
申
立
て
を
受
理
し
た
裁
判
所
に
予
知
能
力
者

で
あ
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
起
訴
さ
れ
た
事
実
の
骨
格
に
基
づ
い
て
決
定
す
る
こ
と
は
誤
り
で
は
な
い
が
、

Ｃ
Ｐ
四
―
二
〇
二
の
適
用
に
際
し
て
、
有
罪
の
推
定
を
前
提
と
す
る
こ
と
は
、
法
的
な
誤
り
で
あ
る69

。
新
た
な
逆
移
送
の
聴
聞
が
な
さ
れ

る
べ
く
、
本
件
を
巡
回
裁
判
所
に
差
戻
す70

。

逆
移
送
に
お
い
て
有
罪
の
推
定
を
禁
じ
たW

haley

事
件
判
決
は
、
そ
の
後
の
裁
判
例
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
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G
aines

事
件
判
決
に
お
い
て
は
、
一
審
は
逆
移
送
の
聴
聞
に
お
い
て
有
罪
の
推
定
を
し
た
違
法
が
あ
る
と
す
る
被
告
人
の
主
張
は
、「
巡
回

裁
判
所
は
、
申
し
立
て
ら
れ
た
犯
罪
の
性
質
を
検
討
す
る
際
に
控
訴
人
の
有
罪
を
推
定
し
て
お
ら
ず
…
…
客
観
的
に
強
盗
行
為
を
物
語
っ

て
お
り
、
被
告
人
が
特
定
の
行
為
を
行
っ
た
と
い
う
推
定
を
述
べ
て
い
な
い
」
と
し
て
退
け
ら
れ
た71

。

二
　「
有
罪
の
推
定
」
禁
止
の
外
延
―M

oncher

事
件
判
決

逆
移
送
に
お
い
て
犯
罪
の
性
質
を
考
慮
す
る
際
に
は
、
有
罪
の
推
定
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
裁
判
例
に
お
い
て
一
般
的
に
認
め

ら
れ
て
い
る
も
の
の
、W

haley
事
件
判
決
が
犯
罪
の
性
質
を
検
討
す
る
際
に
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
を
認
め
た
「
起
訴
さ
れ
た
事
実
の
骨

格
」
が
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
参
考
に
な
る
の
が
、
犯
罪
の
性
質
を
考
慮
す
る
際
に
、

被
告
人
の
当
該
犯
行
へ
の
関
与
の
程
度
を
考
慮
す
る
こ
と
の
可
否
が
争
わ
れ
たM

oncher

事
件
判
決
で
あ
る
。

被
告
人M

oncher

（
犯
行
時
一
七
歳
）
は
、
自
動
的
移
送
の
対
象
で
あ
る
誘
拐
等
の
罪
で
起
訴
さ
れ
、
刑
事
裁
判
所
で
審
理
を
受
け
る

こ
と
と
な
っ
た
。
刑
事
裁
判
所
に
お
い
て
被
告
人
は
逆
移
送
の
申
立
を
行
っ
た
も
の
の
、
巡
回
裁
判
所
は
こ
れ
を
却
下
し
た
。
被
告
人
は
、

巡
回
裁
判
所
の
逆
移
送
の
申
立
却
下
は
、
違
法
に
有
罪
推
定
し
た
た
め
で
あ
る
等
と
し
て
控
訴
し
た
。

控
訴
審
は
、W

haley

事
件
判
決
を
引
用
し
て
、
有
罪
の
推
定
は
禁
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
つ
つ
、W

haley

事
件
判
決
は
被
告

人
の
犯
罪
へ
の
関
与
の
程
度
を
考
慮
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
次
の
よ
う
に
判
示
す
る72

。
犯
罪
の
性
質
を
考
慮
す
る
際

に
、
被
告
人
が
行
っ
た
と
さ
れ
る
具
体
的
な
行
為
態
様
を
考
慮
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
か
ら
、
犯
罪
の
類
型
の
み
な
ら
ず
行

為
の
態
様
や
状
況
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
た
し
か
に
、W

haley
の
一
審
（
巡
回
裁
判
所
）
は
被
告
人
の
有
罪
を
明
ら
か
に
推
定

し
て
い
る
が
、
本
件
に
お
け
る
裁
判
所
の
意
見
は
、
有
罪
の
推
定
を
明
示
的
に
述
べ
て
い
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
黙
示
的
に
す
ら
述
べ
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て
い
な
い73

。
本
件
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
被
告
人
に
対
す
る
申
立
を
単
に
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
条
文
上
、
犯
罪
の
性
質
を
考

慮
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
以
上
は
、
こ
れ
以
外
の
選
択
肢
は
ほ
ぼ
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
は
、
被
告
人
の
犯
罪
へ

の
関
与
の
程
度
を
議
論
し
、
考
察
し
、
検
討
す
る
際
に
誤
り
を
犯
し
て
い
な
い
し
、
そ
の
裁
量
を
濫
用
し
て
も
お
ら
ず
、
被
告
人
の
誘
拐

へ
の
関
与
を
考
慮
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
誘
拐
が
実
行
さ
れ
て
い
た
と
き
に
犯
行
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
、
Ａ
Ｔ
Ｍ

か
ら
被
害
者
に
現
金
を
引
き
下
ろ
さ
せ
る
の
に
十
分
な
時
間
が
経
過
す
る
ま
で
、
怪
我
を
し
て
目
隠
し
を
さ
れ
た
被
害
者
を
犯
行
現
場
で

拘
束
し
た
こ
と
を
、
犯
罪
の
性
質
要
件
を
検
討
す
る
際
に
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
控
訴
審
は
以
上
の
よ
う
に
述
べ
、
被
告
人

の
申
立
を
退
け
た
。

前
述
し
たW

haley

事
件
判
決
が
示
し
た
有
罪
の
推
定
禁
止
の
根
拠
（
立
証
責
任
、
逆
移
送
申
立
の
萎
縮
、
判
断
す
る
裁
判
所
の
問
題
、

五
要
件
の
検
討
へ
の
影
響
）
に
は
十
分
な
理
由
が
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
判
断
を
行
え
ば
有
罪
の
推
定
禁
止
に
抵
触
し
な
い
の
か
に
つ
い

て
は
、
裁
判
例
に
お
い
て
も
ま
だ
十
分
な
議
論
が
行
わ
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
に
お
け
る
逆
移
送
に
係
る
要
件
の
具
体
的
内
容
及
び
判
断
の
前
提
と
な
る
有
罪
の
推
定
の
可
否
に
つ
い

て
、
裁
判
例
の
分
析
を
行
っ
た
。
そ
の
内
容
を
簡
潔
に
ま
と
め
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
逆
移
送
に
係
る
五
つ
の
要
件
は
、
直
接
的
に

は
逆
移
送
の
可
否
に
影
響
し
な
い
も
の
（
年
齢
、
心
身
の
状
況
、
公
共
の
安
全
）
と
、
実
質
的
に
影
響
す
る
も
の
（
処
遇
適
合
性
、
犯
罪

の
性
質
）
と
に
区
分
さ
れ
る
。
自
動
的
移
送
の
対
象
事
件
は
一
定
以
上
の
重
大
犯
罪
で
あ
る
た
め
犯
罪
の
性
質
要
件
は
逆
移
送
を
認
め
な
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い
方
向
に
作
用
す
る
の
が
通
常
で
あ
り
、
処
遇
適
合
性
要
件
は
そ
の
逆
に
作
用
す
る
。
犯
罪
の
性
質
要
件
を
検
討
す
る
際
に
は
、
少
年
が

有
罪
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
起
訴
事
実
の
「
骨
格
」
が
真
実
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
た
と
え
ば
少
年
の
犯
行
へ

の
関
与
の
程
度
な
ど
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
。

本
稿
で
検
討
し
た
逆
移
送
制
度
に
は
、
さ
ら
な
る
発
展
可
能
性
が
あ
る
。Stam

m

は
、
少
年
事
件
に
お
け
る
逆
移
送
制
度
を
、
二
〇
代

半
ば
ま
で
の
若
年
成
人
（
も
し
く
は
青
年
（adolescent

））
に
拡
張
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る74

。
近
時
の
連
邦
最
高
裁
は
、「
子
ど
も
は

異
な
る
（children are different

）」
と
い
う
概
念
を
発
展
さ
せ
、
少
年
の
減
弱
し
た
有
責
性
を
無
視
し
た
厳
罰
政
策
に
対
応
し
て
き
た

と
分
析
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が75

、Stam
m

は
こ
の
考
え
方
を
、
若
年
成
人
に
も
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
①
脳
の

発
達
は
二
〇
代
の
半
ば
ま
で
続
く
の
で
若
年
成
人
（
一
八
歳
か
ら
二
五
歳
）
は
心
理
学
的
に
は
少
年
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
、
②
若
年
成

人
は
衝
動
的
、
行
動
の
長
期
的
な
結
果
を
考
え
な
い
傾
向
に
あ
る
こ
と
、
③
少
年
を
成
人
と
し
て
起
訴
し
た
場
合
の
再
犯
率
は
少
年
裁
判

所
に
留
め
置
い
た
場
合
よ
り
も
高
い
こ
と
な
ど
を
挙
げ
て
い
る76

。

Stam
m

は
、
三
六
州
が
少
年
裁
判
所
の
管
轄
を
被
告
人
が
二
一
歳
に
到
達
す
る
ま
で
認
め
、
六
州
が
二
二
歳
と
二
五
歳
の
間
に
そ
の
線

引
き
を
し
て
お
り
、
少
な
く
と
も
二
五
州
が
刑
の
減
軽
、
特
別
の
裁
判
所
や
刑
事
施
設
の
設
置
と
い
っ
た
刑
事
司
法
政
策
を
採
用
し
て
い

る
も
の
の
、
そ
の
取
り
組
み
は
な
お
断
片
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
若
年
の
犯
罪
者
を
処
遇
す
る
首
尾
一
貫
し
た
枠
組
み
を
構
築

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
、
と
す
る77

。
刑
の
減
軽
、
年
齢
に
即
し
た
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
ア
ク
セ
ス
等
の
措
置
は
、
成
人
の
刑
事
司
法

シ
ス
テ
ム
の
中
で
断
片
的
に
行
う
の
で
は
な
く
、
少
年
司
法
シ
ス
テ
ム
に
若
年
成
人
を
取
り
込
ん
だ
方
が
効
率
的
か
つ
効
果
的
で
あ
る
こ

と
に
鑑
み78

、Stam
m

は
、
①
少
年
年
齢
の
二
一
歳
へ
の
引
き
上
げ
、
②
中
間
的
な
取
り
扱
い
を
す
る
若
年
成
人
を
二
五
歳
ま
で
に
設
定
す

る
こ
と
の
ほ
か
、
③
若
年
成
人
へ
の
逆
移
送
の
適
用
を
提
言
す
る79

。
特
に
③
に
つ
い
て
は
、
二
一
歳
か
ら
二
五
歳
ま
で
の
刑
事
事
件
は
成
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人
裁
判
所
が
原
則
と
し
て
管
轄
を
有
す
る
が
、
一
定
の
場
合
に
は
、
事
件
を
少
年
裁
判
所
に
移
送
で
き
る
よ
う
す
る
こ
と
が
提
言
さ
れ
て

い
る80

。
こ
の
よ
う
なStam

m

の
提
言
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
ま
だ
実
現
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
わ
が
国
に
お
い
て
す
ぐ
に
導
入
で
き
る
状

況
で
も
な
い
。
し
か
し
、
令
和
三
年
の
少
年
法
改
正
に
よ
り
、
一
八
歳
以
上
の
少
年
が
特
定
少
年
と
さ
れ
、
少
年
と
成
人
の
中
間
的
な
取

り
扱
い
を
受
け
る
こ
と
と
さ
れ
、「
実
質
的
に
は
中
間
層
（
若
年
層
）
の
特
則
を
認
め
る
方
向
性
に
一
歩
踏
み
出
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が

で
き81

」
る
た
め
、
中
間
層
（
若
年
層
）
に
対
す
る
少
年
司
法
の
活
用
と
い
う
観
点
か
ら
は
、Stam

m

の
提
言
は
注
目
に
値
す
る
。

本
稿
で
は
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
に
お
け
る
逆
移
送
を
め
ぐ
る
裁
判
例
を
紹
介
し
た
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
理
論
的
な
検
討
を
行
う
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。
本
稿
で
検
討
し
た
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
に
お
け
る
逆
移
送
の
運
用
を
踏
ま
え
た
わ
が
国
少
年
法
五
五
条
の
解
釈
や
、
若
年

成
人
へ
の
逆
移
送
制
度
の
拡
張
可
能
性
に
つ
い
て
の
検
討
は
、
今
後
の
課
題
と
し
、
別
稿
に
お
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。

︿
注
﹀

（
１
） 

津
田
雅
也
「
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
に
お
け
る
少
年
事
件
の
自
動
的
移
送
制
度
に
つ
い
て
（
一
）（
二
・
完
）」
法
政
研
究
（
静
岡
大
学
）
二
二
巻
二
号
（
二
〇
一
八

年
）
一
頁
、
二
四
巻
一
号
（
二
〇
一
九
年
）
一
一
七
頁
参
照
。

（
２
） 

メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
に
お
い
て
は
、
①
事
実
審
前
の
刑
事
裁
判
所
か
ら
少
年
裁
判
所
へ
の
移
送
（M

d. Code Ann., Crim
. Proc. 4-202

）
と
②
量
刑
前
の

刑
事
裁
判
所
か
ら
少
年
裁
判
所
へ
の
移
送
（M

d. Code Ann., Crim
. Proc. 4-202.2

）
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
①
を
分
析
の
対
象
と
す
る
。

（
３
） Feld=M

oriearty, Cases and M
aterials on Juvenile Justice Adm

inistration (5th ed. 2018) 666, W
hitehead &

 Lab, Juvenile Justice (8th ed. 
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2015) 223, 225. 
（
４
） 
放
棄
（w

aiver

）
と
い
う
用
語
か
ら
は
、
手
続
の
実
態
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
難
し
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
逆
移
送
と
い
う
訳
語
を
当
て
る
こ
と

に
し
た
。
た
だ
し
、
本
稿
末
尾
の
条
文
の
翻
訳
で
は
、
原
語
の
通
り
「
放
棄
」
と
訳
し
た
。

（
５
） 

検
察
官
の
裁
量
に
よ
り
少
年
裁
判
所
と
刑
事
裁
判
所
の
起
訴
を
選
択
す
る
法
制
を
採
用
し
て
い
る
州
と
自
動
的
移
送
制
度
を
持
つ
州
の
半
数
で
、
こ
う
し

た
逆
移
送
制
度
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。Feld=M

oriearty, Juvenile Justice Adm
inistration in a nutshell (4th ed. 2018) 248.

（
６
） 

本
稿
第
一
章
で
検
討
す
る
裁
判
例
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
るIn re Johnson, 304 A.2d 859 (1973)

が
そ
の
例
で
あ
る
。

（
７
） Feld, supra note 5  at 248.

（
８
） 

二
〇
条
一
項
の
場
合
は
刑
事
処
分
相
当
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
の
判
断
が
、
二
〇
条
二
項
の
場
合
は
但
書
に
該
当
し
な
い
こ
と
の
判
断
が
こ
れ
に
当
た
る
。

一
八
歳
及
び
一
九
歳
の
特
定
少
年
に
対
す
る
逆
送
を
定
め
た
令
和
三
年
改
正
少
年
法
（
令
和
四
年
四
月
一
日
施
行
）
六
二
条
一
項
、
二
項
も
同
様
で
あ
る
。

（
９
） 

自
動
的
移
送
制
度
及
び
少
年
裁
判
所
の
管
轄
放
棄
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
津
田
・
前
掲
注
（
１
）
参
照
。

（
10
） 

そ
の
他
、
少
年
裁
判
所
の
管
轄
を
制
約
す
る
事
由
に
つ
い
て
は
、CJP3-8A-(d)(2)(3)(6)

を
参
照
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
事
由
に
該
当
し
刑
事
裁
判
所
に

移
送
さ
れ
た
事
件
は
、
逆
移
送
の
対
象
に
な
ら
な
い
（CP4-202(b)(2)

）。

（
11
） 

逆
移
送
に
つ
い
て
定
め
る
Ｃ
Ｐ
四
―
二
〇
二
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
推
定
規
定
が
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
逆
移
送
の
審
理
に
お
い
て
裁
判
所
が
「
有
罪

の
推
定
」
を
前
提
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
争
わ
れ
て
い
る
（W

haley v. State, 186 M
d. App. 429 (2009)

な
ど
の
一
連
の
裁
判
例
。
詳
細
は
本
稿

第
二
章
）。

（
12
） 

た
だ
し
、
犯
罪
時
に
一
六
、一
七
歳
の
少
年
が
第
一
級
謀
殺
に
よ
り
訴
追
さ
れ
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
（CP4-202(c)(1)

）。

（
13
） Brow

n v. State, 169 M
d.App. 442 (2006), W

haley v. State, 186 M
d. App. 429 (2009), G

aines v. State, 201 M
d. App. 1  (2011), W

ilkins v. 

State, 2014 M
d. App. LEXIS 164 (2014), M

ikow
ski v. State, 2016 M

d. App. LEXIS 450 (2016), Sm
ith v. State, 2016 M

d. App. LEXIS 600 
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(2016), M
oncher v. State, 22018 M

d. App. LEXIS 909 (2017), Goloko v. State, 2018 M
d. App. LEXIS 1183 (2018), Ram

sey v. State, 2019 

M
d. App. LEXIS 681 (2019), Rodriguez-H

ernandez v. State, 2019 M
d. App. LEXIS 854 (2019), H

offm
an v. State, 2019 M

d. App. LEXIS 

948 (2019), Reynoso v. State, 2019 M
d. A

pp. LEXIS 1057 (2019), D
avis v. State, 2020 M

d. A
pp. LEXIS 994 (2020), 1. Estrada v. State, 

2020 M
d. App. LEXIS 30  (2020)

の
各
裁
判
例
。
以
下
で
は
、
引
用
の
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
に
、G

aines 1 

の
よ
う
に
当
事
者
名
と
上
記
裁
判
例
集
の

頁
数
の
み
で
略
記
す
る
。

（
14
） N

orth v. N
orth, 102 M

d. App. 1  (1994).

（
15
） Id at 21.

（
16
） 

た
と
え
ば
、G

aines 21, W
ilkins 9, D

avis 10, Sm
ith 13.

（
17
） M

ikow
ski 1-5.

（
18
） Id at 15-16.

（
19
） M

ikow
ski 19-21.

（
20
） Id at 21-22.

（
21
） Ram

sey 4.

（
22
） 

た
と
え
ば
、Sm

ith 12, Ram
sey 4.　

た
だ
し
、逆
移
送
の
決
定
を
下
す
際
に
Ｄ
Ｊ
Ｓ
の
報
告
書
に
依
拠
す
る
こ
と
ま
で
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い
。Ram

sey 16.

（
23
） W

haely 437.

（
24
） D

avis 12.

（
25
） W

ilkins 9.

（
26
） W

haely 437-440

に
お
い
て
は
、
Ｄ
Ｊ
Ｓ
の
ケ
ー
ス
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
専
門
官
に
対
す
る
証
人
尋
問
の
様
子
が
詳
細
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
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（
27
） G

oloko 8, Rodriguez-H
ernandez 15, H

offm
an 13, D

avis 18 

な
ど
。

（
28
） Sm

ith 13-14.

（
29
） H

offm
an 13, G

oloko 9.

（
30
） Rodriguez-H

ernandez 16.

（
31
） Sm

ith 14.

（
32
） Ram

sey 6.

（
33
） Id.

（
34
） H

offm
an 14.

（
35
） Brow

n 450.

（
36
） G

oloko 9.

（
37
） 

次
項
に
お
い
て
紹
介
す
るD

avis 12-17

の
専
門
家
の
証
言
か
ら
も
、
そ
れ
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
38
） 

第
一
一
版
に
お
い
てam

enable

は
「
権
威
を
認
め
る
こ
と
、
服
従
す
る
準
備
と
意
思
が
あ
る
こ
と
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

（
39
） D

avis 27.

（
40
） Brow

n 449.

（
41
） Sm

ith 17.

（
42
） G

oloko 10.

（
43
） Reynoso 9.

（
44
） D

avis 12.
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（
45
） W

haley 436-439.
（
46
） W

haley 437.

（
47
） W

haley 440.

（
48
） Id 450.

（
49
） D

avis 12-17.

（
50
） 

た
と
え
ば
、W

ilikins 10.

（
51
） Rodoriguez-H

ernandez 21.

（
52
） Brow

n 450.

（
53
） G

oloko 11.

（
54
） H

offm
an 15.

（
55
） D

avis 33.

（
56
） Brow

n 19-20, W
ilkins 12, H

offm
an 20-21, Reynoso 15-17, D

avis 28-33.

（
57
） W

ilkins 12.

（
58
） Reynoso

事
件
判
決
は
「
…
…
被
告
人
は
自
ら
の
主
張
の
根
拠
と
し
て
、Johnson

事
件
を
挙
げ
る
が
、
こ
れ
は
先
例
と
し
て
は
不
適
当
で
あ
る
。Johnson

事
件
で
は
、
結
果
は
重
大
で
は
あ
っ
た
が
、
犯
罪
の
性
質
、
被
害
者
の
行
為
後
の
事
情
や
前
歴
も
大
き
く
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。Johnson

事
件
の
被
告
人

は
、
思
い
や
り
の
あ
る
模
範
的
な
生
徒
で
あ
り
、
高
校
の
成
績
も
良
か
っ
た
。
ま
た
、
故
殺
に
よ
る
点
も
大
き
く
異
な
る
。
被
告
人
の
行
為
は
よ
り
有
責

で
あ
る
。
運
転
を
誤
っ
て
被
害
者
を
殺
害
し
たJohnson

と
は
異
な
り
、
本
件
は
強
盗
、
強
制
性
交
の
事
案
で
あ
る
…
…
本
件
で
は
…
…
昼
間
の
大
胆
な
武

装
強
盗
に
参
加
し
た
者
が
、
再
び
こ
の
よ
う
に
非
常
に
暴
力
的
で
不
必
要
な
行
為
を
行
う
可
能
性
を
、Jonson

に
よ
る
無
謀
だ
が
意
図
的
で
な
い
行
為
よ
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り
も
重
く
評
価
し
た
。
記
録
か
ら
、
巡
回
裁
判
所
が
、
逆
移
送
の
申
立
の
計
算
に
お
い
て
、
犯
罪
の
性
質
と
公
衆
の
安
全
を
、
他
の
要
件
よ
り
も
重
く
見

た
こ
と
が
分
か
る
。
巡
回
裁
判
所
の
判
断
に
、
裁
量
の
逸
脱
も
誤
り
も
見
ら
れ
な
い
。」
と
判
示
し
て
い
る
。Reynoso 12-17.

（
59
） G

oloko 11.

（
60
） 

な
お
、
心
身
の
状
況
要
件
は
、
理
論
的
に
は
、
犯
罪
の
性
質
や
公
共
の
安
全
要
件
と
も
結
び
つ
き
う
る
が
、
裁
判
例
に
お
い
て
こ
の
点
を
は
っ
き
り
と
述

べ
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。D

avis

事
件
判
決
で
は
、
処
遇
適
合
性
の
項
目
に
お
い
て
、
四
度
目
の
犯
行
と
な
っ
た
本
件
に
お
い
て
、
被
告
人
が
よ
り
暴

力
的
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
も
の
の
（D

avis 28 

）、
こ
れ
は
、
犯
罪
の
性
質
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
述
べ
た
と
い
う
よ
り
は
、
再
犯
を
繰
り
返
し

暴
力
の
程
度
を
強
め
る
と
い
う
態
度
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
61
） W

haley 434-435.

（
62
） Id at 436.

（
63
） Id at 443.

（
64
） Id at 444.

（
65
） Id at 445.

（
66
） Id at 446.

（
67
） Id at 447.

（
68
） 

本
件
に
お
い
て
は
、W

haley

が
主
た
る
実
行
者
で
は
な
い
可
能
性
が
初
期
段
階
か
ら
示
唆
さ
れ
て
い
た
。CO

2

カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
はW

haley

で
は
な
く
共
犯

者
の
と
こ
ろ
で
発
見
さ
れ
た
。
現
場
に
赴
い
た
警
察
官
も
、「
二
人
の
男
性
が
Ｂ
Ｂ
ガ
ン
を
持
っ
て
い
た
」
と
証
言
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。Id at 448.

（
69
） Id at 449.

（
70
） Id at 450.
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（
71
） G

aines 16.　

そ
の
他
、M

ikow
ski 18-19, M

oncher 14-16, Estrada 26-28

な
ど
。

（
72
） M

oncher 15.

（
73
） Id at 17.

（
74
） Alex A. Stam

m
, N

ote: Young Adults Are D
ifferent, Too: W

hy and H
ow

 Can Create a Better Justice System
 for Young People Age 18  to 

25, 95  Tex. L. Rev. O
nline 72  (2017) 72.

（
75
） Feld, The Evolution of the Juvenile Court (2017) 195.　

こ
う
し
た
考
え
方
は
、
犯
罪
時
一
八
歳
未
満
の
少
年
に
対
す
る
死
刑
が
第
八
修
正
に
違
反

す
る
と
し
たRoper v. Sim

m
ons, 543 U.S. 551 (2005)

以
降
の
一
連
の
最
高
裁
判
決
に
お
い
て
示
さ
れ
て
お
り
、
少
年
は
成
人
の
犯
罪
者
よ
り
も
有
責
性

が
低
く
、
更
生
の
影
響
を
受
け
や
す
い
等
の
理
由
で
、
刑
事
司
法
に
お
い
て
少
年
と
成
人
を
別
個
に
取
り
扱
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
等
を
根
拠
に
し
て
い
る
。

（
76
） Stam

m
, supra note 74  at 73.

（
77
） Id.

（
78
） Id at 100.

（
79
） Id at 103.

（
80
） Id.

（
81
） 

廣
瀬
健
二
「
少
年
法
改
正
に
つ
い
て
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
六
七
号
（
二
〇
二
一
年
）
四
〇
頁
。
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〇
条
文
資
料

【
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
裁
判
所
及
び
司
法
手
続
法
】

3-8A-02　

こ
の
編
の
目
的
と
構
造

（
ａ
） 

目
的
―
こ
の
編
の
目
的
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

（
１
） 

少
年
司
法
シ
ス
テ
ム
が
、
非
行
を
行
っ
た
少
年
の
た
め
に
、
下
記
の
目
的
の
調
和
を
確
保
す
る
こ
と
。

（
ｉ
） 

公
衆
の
安
全
及
び
地
域
社
会
の
保
護

（
ⅱ
） 

被
害
者
と
地
域
社
会
に
対
す
る
少
年
の
応
答
責
任
。

（
ⅲ
） 

少
年
が
責
任
を
果
た
し
か
つ
生
産
的
な
社
会
の
一
員
と
な
る
よ
う
に
自
分
を
支
え
る
た
め
の
能
力
及
び
性
格
を
発
達
さ
せ
る
こ
と

（
２
） 

少
年
に
非
行
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
、
少
年
の
両
親
に
、
少
年
の
行
動
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
せ
、
被
害
者
と
地
域
社
会
に
対
し
て
応
答
責

任
を
果
た
す
こ
と
。

（
３
） 

少
年
に
非
行
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
ま
た
は
観
察
の
必
要
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
、
可
能
な
場
合
は
、
裁
判
所
の
介
入
に
よ
り
要
求
さ

れ
た
状
況
を
回
復
す
る
責
任
を
果
た
す
こ
と
。

（
４
） 

こ
の
編
の
規
定
の
対
象
と
な
る
少
年
に
対
し
て
、
治
療
、
保
護
、
健
康
的
な
心
身
の
発
達
を
提
供
す
る
こ
と
。
ま
た
、
少
年
の
最
善
の
利
益
及
び
公

衆
の
利
益
の
保
護
と
一
致
す
る
処
遇
、
訓
練
、
更
生
を
提
供
す
る
こ
と
。

（
５
） 

少
年
の
家
族
と
の
絆
を
確
保
及
び
強
化
す
る
こ
と
。
少
年
の
福
祉
も
し
く
は
公
衆
安
全
の
利
益
に
照
ら
し
て
必
要
な
場
合
の
み
、
少
年
と
両
親
を
分
離

す
る
こ
と
。

（
６
） 

必
要
な
場
合
は
少
年
を
そ
の
家
庭
か
ら
引
き
離
す
こ
と
。
少
年
の
両
親
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
に
で
き
う
る
限
り
近
い
保
護
、
治
療
、
し
つ

け
を
行
う
こ
と
。
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（
７
） 

少
年
に
対
し
て
州
に
よ
る
治
療
と
保
護
を
提
供
す
る
場
合
は
、
下
記
の
条
件
を
順
守
す
る
こ
と
。

（
ⅰ
） 

安
全
、
人
道
的
か
つ
思
い
や
り
の
あ
る
環
境
で
あ
る
こ
と
。

（
ⅱ
） 
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
こ
と

（
８
） 

こ
の
編
の
規
定
を
実
行
す
る
た
め
の
司
法
手
続
を
提
供
す
る
こ
と
。

（
ｂ
） 

こ
の
編
の
構
造
―
こ
の
編
は
、
こ
れ
ら
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
広
く
解
釈
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

3-8A-03　

裁
判
所
の
管
轄

（
ａ
）
～
（
ｃ
）（
略
）

（
ｄ
） 

制
限
―
当
裁
判
所
は
、
以
下
の
場
合
に
管
轄
を
有
し
な
い
。

（
１
） 

一
四
歳
以
上
の
少
年
が
、
成
人
が
行
っ
た
場
合
、
終
身
刑
で
処
罰
さ
れ
う
る
罪
を
犯
し
た
と
き
。
刑
事
訴
訟
法
四
―
二
〇
二
条
に
よ
る
手
続
移
送
命

令
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
同
一
の
事
件
に
基
づ
く
少
年
に
対
す
る
そ
の
他
の
訴
追
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。

（
２
） 

一
六
歳
以
上
の
少
年
が
、
運
輸
法
、
交
通
法
規
も
し
く
は
交
通
条
例
に
違
反
し
た
場
合
。
た
だ
し
、
拘
禁
刑
が
規
定
さ
れ
て
い
る
行
為
を
除
く
。

（
３
） 

一
六
歳
以
上
の
少
年
が
、
船
舶
運
航
に
関
す
る
法
律
、
規
則
、
行
政
規
則
に
違
反
す
る
行
為
を
行
っ
た
場
合
。
た
だ
し
、
拘
禁
刑
が
規
定
さ
れ
て
い

る
行
為
を
除
く
。

（
４
） 

一
六
歳
以
上
の
少
年
が
、
下
記
の
罪
を
犯
し
た
場
合
。
刑
事
訴
訟
法
四
―
二
〇
二
条
に
よ
る
手
続
移
送
命
令
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
同
一
の
事
件
に

基
づ
く
少
年
に
対
す
る
そ
の
他
の
訴
追
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。

（
ⅰ
） 

略
取

（
ⅱ
） 

誘
拐

（
ⅲ
） 

第
二
級
謀
殺
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（
ⅳ
） 

故
殺
。
た
だ
し
、
非
故
意
殺
を
除
く
。

（
ⅴ
） 

第
二
級
強
制
性
交

（
ⅵ
） 
強
盗
（
刑
法
三
―
四
〇
三
条
）

（
ⅶ
） 
第
三
級
性
犯
罪
（
刑
法
三
―
三
〇
七
条
（
ａ
）（
１
））

（
ⅷ
） 

公
衆
安
全
法
五
―
一
三
三
条
、
五
―
一
三
四
条
、
五
―
一
三
八
条
も
し
く
は
五
―
二
〇
三
条
違
反

（
ⅸ
） 

薬
物
取
引
犯
罪
（
刑
法
五
―
六
二
一
条
）
の
遂
行
中
も
し
く
は
そ
れ
に
関
連
し
た
火
器
の
使
用
、
所
持
、
携
帯
も
し
く
は
運
搬

（
ⅹ
） 

火
器
の
使
用
（
刑
法
五
―
六
二
二
条
）

（
ⅺ
） 

カ
ー
ジ
ャ
ッ
ク
、
武
装
カ
ー
ジ
ャ
ッ
ク
（
刑
法
三
―
四
〇
五
条
）

（
ⅻ
） 

第
一
級
暴
行
（
刑
法
三
―
二
〇
二
条
）

（
xiii
） 

第
二
級
謀
殺
の
未
遂
（
刑
法
二
―
二
〇
六
条
）

（
xiv
） 

第
二
級
強
制
性
交
の
未
遂
（
刑
法
三
―
三
一
〇
条
）

（
xv
） 

強
盗
未
遂
（
刑
法
三
―
四
〇
三
条
）

（
xvi
） 

刑
法
四
―
二
〇
三
条
、
四
―
二
〇
四
条
、
四
―
四
〇
四
条
、
四
―
四
〇
五
条
違
反

（
５
） 

成
人
と
し
て
重
罪
で
有
罪
と
さ
れ
た
前
歴
が
あ
る
少
年
で
あ
っ
て
、
成
人
が
行
っ
た
場
合
は
重
罪
と
さ
れ
う
る
行
為
を
犯
し
た
と
さ
れ
た
少
年
。
た
だ

し
、
刑
事
訴
訟
法
四
―
二
〇
二
条
に
よ
る
手
続
移
送
命
令
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
６
） 

本
編3-8a-01(cc)(1)(ii)

に
規
定
さ
れ
た
被
害
者
が
、
家
族
法
四
―
五
〇
一
に
規
定
さ
れ
た
救
済
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
平
穏
命
令
手
続
。

（
ｅ
） 

交
通
法
規
、
交
通
条
例
違
反
―
少
年
が
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
自
動
車
法
、
交
通
法
規
、
交
通
条
例
違
反
、
州
船
舶
法
が
訴
追
さ
れ
た
場
合
、
そ
れ
が
同
一

の
事
件
か
ら
生
じ
た
場
合
、
刑
事
裁
判
所
や
複
数
の
裁
判
所
に
係
属
し
た
場
合
、
裁
判
所
は
す
べ
て
の
事
件
の
管
轄
を
持
つ
。
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3-8A-06　

管
轄
の
放
棄

（
ａ
） 
要
件
―
裁
判
所
は
、
こ
の
編
の3-8A-03

条
に
基
づ
く
排
他
的
管
轄
を
、
次
の
者
が
非
行
を
行
っ
た
旨
の
訴
え
が
あ
る
場
合
に
、
そ
の
排
他
的
管
轄
を
放

棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
１
） 

一
五
歳
以
上
の
少
年

（
２
） 

成
人
が
行
っ
た
場
合
に
無
期
刑
に
当
た
る
罪
で
訴
追
さ
れ
た
一
五
歳
未
満
の
者

（
ｂ
） 

審
理
―
要
件
；
告
知
―
裁
判
所
は
、
移
送
の
審
理
が
行
わ
れ
る
ま
で
は
本
条
に
よ
り
そ
の
管
轄
を
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
管
轄
の
審
理
は
、
非

行
事
件
審
理
に
先
立
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
規
則
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
す
べ
て
の
当
事
者
へ
の
告
知
の
後
で
な
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ｃ
） 

審
理
―
被
害
者
へ
の
告
知
；
被
害
者
意
見
陳
述
書

（
１
） 

刑
事
訴
訟
法
一
一
―
一
〇
四
条
に
規
定
さ
れ
た
通
り
、
被
害
者
に
は
管
轄
放
棄
の
審
理
に
つ
い
て
の
告
知
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
２
） 

（
ⅰ
） 

被
害
者
は
、
刑
事
訴
訟
法
一
一
―
一
〇
四
条
に
規
定
さ
れ
た
通
り
、
被
害
者
意
見
陳
述
書
を
裁
判
所
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
ⅱ
） 

本
条
は
、
刑
事
訴
訟
法
一
一
―
一
〇
四
条
に
定
め
ら
れ
た
告
知
を
提
出
し
て
い
な
い
被
害
者
が
被
害
者
意
見
陳
述
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
妨
げ
る

も
の
で
は
な
い
。

（
ⅲ
） 

裁
判
所
は
、
本
条
に
お
け
る
管
轄
放
棄
の
可
否
を
決
定
す
る
際
に
、
被
害
者
意
見
陳
述
書
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
ｄ
） 

少
年
更
生
手
段
に
相
当
で
な
い
対
象
者

（
１
） 

裁
判
所
は
、
少
年
が
少
年
更
生
手
段
の
対
象
者
と
し
て
相
当
で
は
な
い
こ
と
を
証
拠
の
優
越
を
も
っ
て
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
管
轄
を
放
棄
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
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（
２
） 

本
条
に
よ
り
管
轄
を
放
棄
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
た
め
に
、
裁
判
所
は
少
年
が
申
立
て
ら
れ
て
い
る
非
行
を
行
っ
た
と
仮
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
ｅ
） 
基
準
―
裁
判
所
は
、
決
定
に
あ
た
っ
て
、
記
録
に
基
づ
き
、
個
別
的
も
し
く
は
相
互
に
関
連
さ
せ
て
次
の
基
準
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
１
） 
少
年
の
年
齢

（
２
） 

少
年
の
心
身
の
状
況

（
３
） 

少
年
の
施
設
・
非
行
少
年
対
処
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
に
お
け
る
処
遇
適
合
性

（
４
） 

犯
罪
の
性
質
と
少
年
の
関
与
の
程
度

（
５
） 

公
共
の
安
全

（
ｆ
） 

手
続
―
本
条
に
よ
っ
て
管
轄
が
放
棄
さ
れ
る
場
合
に
は
、
成
人
に
よ
り
行
わ
れ
た
場
合
の
罪
に
対
す
る
管
轄
を
持
つ
裁
判
所
が
行
う
通
常
の
手
続
き
に

よ
る
公
判
が
少
年
に
対
し
て
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
非
行
を
申
立
て
る
少
年
審
判
請
求
書
は
、
保
釈
審
理
の
間
、
起
訴
状
と

み
な
さ
れ
る
。

（
ｇ
） 

管
轄
放
棄
命
令
は
中
間
命
令
で
あ
る
。

（
ｈ
） 

本
条
に
よ
り
、
裁
判
所
が
少
年
に
関
し
て
一
度
管
轄
放
棄
を
し
た
後
、
そ
の
少
年
の
他
の
非
行
事
実
が
裁
判
所
に
明
ら
か
と
な
っ
た
場
合
、
裁
判
所
は
、

略
式
手
続
後
の
手
続
に
お
い
て
そ
の
管
轄
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
刑
事
訴
訟
法
】

四
―
二
〇
二
条　

少
年
裁
判
所
へ
の
刑
事
事
件
の
移
送

（
ａ
） 

定
義
（
略
）

（
ｂ
） 

移
送
が
認
め
ら
れ
る
場
合
―
本
条
（
ｃ
）
の
場
合
を
除
い
て
、
少
年
が
関
与
し
て
い
る
事
件
に
刑
事
管
轄
を
有
す
る
裁
判
所
は
、
公
判
前
も
し
く
は
メ
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リ
ー
ラ
ン
ド
州
規
則
四
―
二
四
二
条
に
よ
る
答
弁
が
な
さ
れ
る
前
で
あ
れ
ば
、
次
の
場
合
に
、
事
件
を
少
年
裁
判
所
に
移
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
１
） 

罪
を
犯
し
た
と
き
少
年
が
一
四
歳
以
上
一
八
歳
未
満
で
あ
る
こ
と

（
２
） 
裁
判
所
及
び
司
法
手
続
法3-8A-03(d)(1)

、(4)

、(5)

に
よ
っ
て
少
年
裁
判
所
の
管
轄
が
当
該
犯
罪
に
つ
い
て
排
斥
さ
れ
て
い
る
場
合

（
３
） 

裁
判
所
が
、
事
件
の
移
送
が
少
年
も
し
く
は
社
会
の
利
益
に
資
す
る
こ
と
を
、
証
拠
の
優
越
の
基
準
に
よ
り
認
定
し
て
い
る
場
合

（
ｃ
） 

移
送
が
禁
止
さ
れ
る
場
合
―
裁
判
所
は
、
次
の
場
合
に
、
本
条
（
ｂ
）
に
よ
っ
て
少
年
裁
判
所
に
事
件
を
移
送
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
１
） 

少
年
が
、
裁
判
所
及
び
司
法
手
続
法3-8A-03(d)(1)

も
し
く
は(4)

に
基
づ
き
少
年
裁
判
所
の
管
轄
が
排
斥
さ
れ
、
か
つ
、
本
件
と
関
連
の
な
い
事
件

に
お
い
て
有
罪
と
さ
れ
て
い
る
場
合

（
２
） 

本
件
が
第
一
級
謀
殺
で
あ
り
、
か
つ
、
罪
を
犯
す
と
き
に
少
年
が
一
六
若
し
く
は
一
七
歳
で
あ
っ
た
場
合

（
ｄ
） 

移
送
の
基
準
―
本
条
（
ｂ
）
に
よ
る
移
送
の
判
断
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
以
下
の
点
を
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

（
１
） 

少
年
の
年
齢

（
２
） 

少
年
の
心
身
の
状
況

（
３
） 

当
該
少
年
が
、
非
行
少
年
に
対
し
て
利
用
可
能
な
機
関
、
施
設
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る
処
遇
に
適
合
す
る
能
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と

（
４
） 

犯
罪
の
性
質

（
５
） 

公
共
の
安
全

（
ｅ
） 

少
年
に
関
す
る
調
査
―
本
条
の
決
定
を
行
う
に
際
し
て
は
、
裁
判
所
は
少
年
、
少
年
の
家
族
、
少
年
の
環
境
及
び
事
件
の
処
分
に
関
連
す
る
そ
の
他
の

事
柄
に
関
す
る
調
査
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
ｆ
） 

移
送
決
定
―
裁
判
所
は
、
移
送
の
聴
聞
を
行
っ
た
日
か
ら
一
〇
日
以
内
に
移
送
の
決
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

（
ｇ
） 

移
送
手
続
―
少
年
裁
判
所
―
本
条
に
よ
り
裁
判
所
が
管
轄
の
移
送
を
行
っ
た
場
合
、
裁
判
所
は
、
少
年
裁
判
所
の
通
常
の
手
続
に
従
っ
て
、
当
該
少
年
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に
対
し
て
非
行
事
件
審
理
を
行
う
よ
う
に
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

＊
本
稿
は
、JSPS

科
研
費17K13629

、19H
01424

、21K01196

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。


